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開議 午前 ９時３０分 

 

◎開議の宣告 

○議長（疋田俊文） おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名で定足数に達しておりますので、令和７年第３回定例会を再開

いたします。 

  本日の一般質問は録画配信を実施いたしますので、その際、傍聴者も撮影映像に入る場合

がありますので、ご了承を願いたいと思います。 

  これより本日の会議を開きます。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◎一般質問 

○議長（疋田俊文） 本日の日程は一般質問です。 

  各議員の持ち時間は30分となっております。５分前に声をかけさせていただきます。その

後、30分を過ぎて発言を続けた場合は、マイクのスイッチを切らせていただきます。 

  本日の一般質問の順番は１番から５番までの方です。 

  それでは、質問を許します。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 佐 藤 利 治 

○議長（疋田俊文） １番目に、佐藤利治議員、登壇の上、質問願います。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

（４番 佐藤利治 登壇） 

○４番（佐藤利治） 皆さん、おはようございます。 

  議席番号４番、佐藤利治が通告書に従いまして、一般質問をさせていただきます。 

  ３か月に一度、住民の皆様のお声を届ける機会です。最後まで遠慮なく意見、質問を述べ
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させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

  私の質問は、大きく４点です。 

  愛知県で始まりましたラーケーションについて、採用を検討されたことはあるか。 

  スマホ依存や子供と休日に休みを取れないご両親との会話が少ないことが大きな社会現象

となっております。子供にとっても大切な時期です。平日に休みが取れ、ご両親と一緒に過

ごす時間を作れるよう進めませんか。 

  庁舎１階にてスマホ教室を開催できませんか。 

  苦手な方や高齢者の方へいつでも相談、教えていただける窓口が欲しい。まずは、庁舎の

Ｗｉ－Ｆｉ機能の充実を図っていただきたいが、いかがですか。 

  令和２年６月の議員発議第９号 教育現場にてスクールロイヤー制度導入、配置を求める

決議について、現状、どこまで進んでいるのか教えてください。 

  他地域から視察等希望があれば、進めてよろしいですか。過去に、実績として、教員への

講習、子供たちへ弁護士の仕事との題材でのお話等伺っておりますが、今後どのような形を

目指しているのか具体的に教えてください。 

  ビジネスネームについて、採用を検討したことはあるのか。 

  窓口業務の方が対象になると考えておりますが、氏名を知られることで、利用者からの理

不尽な要求や行き過ぎたクレームなどの迷惑行為、カスタマーハラスメント、カスハラに至

ることも、名前からＳＮＳでメッセージが業務時間以外に自宅に送信があったりして官民共

に問題になっている地域もあるみたいですが、どのように考え対応していきますか。 

  以上４点、通告書打合せに基づき、できるだけ住民の皆様がご理解しやすいご答弁よろし

くお願い申し上げます。再質問は自席にて行います。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育振興部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 私のほうから、１つ目のラーケーションについてお答えさせて

いただきます。 

  愛知県全体での休み方改革プロジェクトの中で生まれたラーケーションの日は、子供が保

護者等と共に平日に校外で体験や探究の学び、活動を自ら考え企画し実行することができる

日となっております。校外での自習学習であるため、学校に登校しなくても欠席とはならず、

出席停止、忌引き等と同じ扱いとなり、保護者等の休暇に合わせ、年に３回まで取ることが

できるものだと承知しております。 
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  ラーケーションの流れにつきましては、子供と一緒に計画を立てるところから始まります。

活動する日、活動する場所、学ぶことを目的に保護者と一緒に考え、自然や実験、観察、ス

ポーツ等の体験や探究の学び、活動を行い、学んだことについて子供と話し合ったり次回の

計画を考えたりすることで、学習するものでございます。 

  教育委員会といたしましても、今後は各学校を協議しながらラーケーションについてしっ

かりと検討していきたいと考えております。 

  次に、３つ目の令和２年６月議員発議第９号 教育現場においてスクールロイヤー制度導

入、配置を求める決議についてをお答えさせていただきます。 

  教師、学校の抱える問題に対し、外部から支援としてスクールロイヤーの配置について、

令和２年６月議員発議第９号 教育現場においてスクールロイヤー制度導入、配置を求める

決議について可決されております。このことを踏まえて、スクールロイヤー制度導入、配置

につきましては、学校現場で起こるいじめ、保護者対応、学校事故などのトラブルに対し、

弁護士が学校や教育委員会に法的助言や支援を行う制度で、子供たちの最善の利益を守り、

安心・安全な学校環境を構築できる有効なものだと考えております。 

  現在の対応につきましては、学校ではいじめをはじめ生徒指導に係る問題、地域、保護者

からの相談や要望への対応などを行っています。その中で、過度な要求など学校で解決でき

ない課題に対しては、教育委員会として問題解決対策を速やかに発動できるように体制を整

えております。この体制では、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの

専門家のほか、必要に応じてケース会議や要保護対策協議会等でアドバイスを活用するなど、

情報の共有を図りながら学校支援に努めているところでございます。 

  スクールロイヤー制度の進捗につきましては、令和３年４月より法務管理主任職員が役場

内で勤務をしております。学校でのトラブルを早急に、また適切に解決するため、法務管理

主任職員がスクールロイヤーと同等の役割を果たしていただくことで進めております。 

  学校が直面する様々なトラブルに対し、法律の専門家として、知識や経験に基づく対策な

どについて教職員に助言する役割を担っていただいております。また、職員個人や個別の子

供の代理人ではなく、中立の立場からいじめや子供同士のけんか、保護者との関係などにつ

いて、弁護士からのアドバイスを受けることにより、きめ細やかで効率的な解決を図ってお

ります。 

  スクールロイヤー制度導入、配置とはいきませんが、子供の最善の利益を守り、安心・安

全な学校環境の構築に努めているところでございます。 
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  以上でございます。 

○総務部長（小野雄一郎） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） それでは、私からは、まず２点目にご質問いただきました庁舎１

階にてスマホ教室を開催できないかというご質問についてお答えいたします。 

  まず、スマートフォンの操作についての相談支援という部分でございますが、役場におき

まして、スマートフォンを利用して行政サービスの各種手続を行う、例えば防災メールの登

録であるとかマイナンバーカードを利用した何らかの登録であるとか、そういった場面にお

きまして、スマートフォンの操作が不慣れ、苦手な方の場合、各窓口の担当職員により操作

のお手伝いをさせていただいている状況でございます。 

  相談窓口ではございませんが、町民大学の講座の１つとして、スマホ講座の実施や河合町

の社会福祉協議会によるスマホ教室、こちらも開催している現状がございます。 

  ご質問いただいております庁舎のＷｉ－Ｆｉ機能の充実につきましては、公共施設でのフ

リーＷｉ－Ｆｉであると思われるところでございますが、最近では、高速通信の普及などモ

バイルデータ通信を取り巻く環境の変化によりまして、利用が大幅に減少しているというこ

とで、Ｗｉ－Ｆｉサービスを終了するようなところもございますので、今後の導入につきま

しては、慎重に検討していきたいと考えているところでございます。 

  続きまして、４点目のご質問でございます。 

  ビジネスネームについての採用を検討したことはあるのかというご質問でございますが、

職員に対する理不尽な要求であるとか、ＳＮＳで誹謗中傷といった職員のプライバシーが侵

害されるような事案が全国的には発生しているということは、認識しておるところでござい

ます。 

  本町におきましては、カスタマーハラスメント対策及び職員のプライバシーを保護する観

点から、本年５月より職員が着用する名札の記載事項を変更いたしております。具体的な内

容といたしましては、顔写真の掲載を禁止し、漢字表記であったフルネームから平仮名表記

の名字のみの記載としておるところでございます。名札の記載事項変更の際には、議員がお

っしゃっておるビジネスネーム、こちらの使用についても検討はいたしたところでございま

す。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 
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○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） まず、ラーケーション、子供が休みを親に合わせて取っても欠席扱いに

ならない、校外学習や美術館に行ったり、私は個人的には、ＵＳＪに親子で行ってもいいと、

私は思っております。その中で、先ほどおっしゃった答弁の中で、３回までということで、

それはそこの行政の団体が決めていることであって、河合町の教育委員会、総務の方等が検

討していただいて、もし、10回言うたら大げさかもしれませんけれども、６回まで行けると

か、その辺は自由なので、その辺はちょっとできれば訂正していただきたいですね。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育振興部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  先ほど、３回とお答えさせていただいたのが、愛知県の事例でございまして、例えば近隣

では王寺町がこの４月から始めております。王寺町の場合でしたら５回というふうなことも

お聞きしておりますので、先ほど言っていただいたような形で、日数については検討できる

かなと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 分かりました。 

  そうしたら、本題に、再質問に入っていきます。 

  ある市議会では、スマートフォンの使用を仕事の勉強以外の余暇におけるスマホ、タブレ

ット端末の使用について、１日２時間以内を目安とする条例案を出したことがニュースにな

りましたが、子供に対して睡眠時間を考えて適正使用、それ以外にゲームや短編映画の長時

間の視聴に警鐘を鳴らしたものです。市長は述べています。権利を制限したり義務を課した

りするものではない。適正使用を各ご家庭に考えるきっかけになればと言っておられました。

スマホ依存と通告書で述べましたが、親子でお話しする時間を増やしていただきたい、その

あたりは同じ考えでよろしいですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  スマートフォンの利用につきましては、ある程度ご家庭の中で制限をかけられておられる

というふうに考えております。例えば、タブレットを持って帰ったりする場合につきまして
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は、きちんと何時まで利用できるけれども、何時からはできませんというふうな形で、対策

は取っておるところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） また、共働きの夫婦400組からの調査では、2012年と2025年の比較で、

親子の会話時間が、某時計メーカーが出している資料ですけれども、特に休日の父親との会

話が平均値ですが、2012年に２時間３分から2025年には１時間40分に減少しています。１つ

の原因としては、親に聞くより人工知能、ＡＩに質問すると回答した子供も多くあったそう

です。 

  香芝市では９月から本年度３日間、令和８年から５日間のラーケーションを導入いたしま

す。市長は、土日に働いている保護者が３割ぐらいいる。この制度の導入で親子で様々な体

験ができるのであれば、教育上も望ましいことだとお話しされています。王寺町では、どの

ぐらいの方がこの４月から９年学校２校でそれを申請、それと学校側が採用ということで受

理して行っているかというのはつかんでいますか。 

○教育総務課長（川村大輔） 議長。 

○議長（疋田俊文） 教育課長。 

○教育総務課長（川村大輔） お答えさせていただきます。 

  王寺町では、南と北と２校に分かれていまして、どちらも200件のラーケーションの活用

ということで聞いております。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤利治議員。 

○４番（佐藤利治） 王寺校は小中一貫なんで、９年学校２校で私が調べたところ388回、４

月からですよ。やっているわけですわ。このあたりしっかり検討していただいて、するとい

うことを言うていましたけれども、検討を。また検討した結果を皆さんの前で、どこかのタ

イミングで公表をしていただくことできますか。それと、本年しっかり検討していただいて、

個人的には、令和８年からの採用を考えていただけないかなと。主に学習内容として、一般

的には博物館や美術館の見学、自然体験や地域探訪、それと職場見学やボランティア活動な

どがうたわれていますけれども、やはり近隣町でも全国でも物すごい勢いで進んでいますけ

れども、近隣町でもやっている。それを河合町がなぜやらないのか。それとも何か問題があ
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るのか、そうしたら、その問題はどう解決しているのか、先進地のところは。その辺を調査

研究をしっかりしていただきたいのですが、いかがですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  まず、王寺町のほうが先ほど令和７年この４月から始めたということで、多数の申請があ

って、許可を出しているということも十分把握させていただいております。その中で、河合

町の中で校長会というのがございまして、校長会の中で、この話を意見交換をさせていただ

いたところがございます。結果、現時点ではラーケーションの実施については、積極的な意

見は、ちょっと今なかった状態にはなるんですけれども、何度かその話を出しながら、いい

ところもたくさんあると考えておりますので、令和８年採用というのはちょっとここではお

約束できないところもございますが、しっかりと協議を重ねていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） ちょっと今の答弁を聞くと、校長会という名前が出ましたけれども、ち

ょっと何かチャンネルが違うんちがうかなと私は思っております。まず、ご両親やそのお父

さん、お母さんにこういうふうなことを近隣町ではやっているけれどもと、皆さんどうです

かということ、校長会に聞いても、やっぱり３日間休みました、１日休みました、その後の

授業のフォローとか、学校側は大変です、確かに。ただ、それ以上に得るものが子供にはあ

ると、私はそう考えております。そのあたりいかがですか。できればお父さん、お母さんに

聞く場を持っていただいて、なおかつ、問題なければ、来年令和８年度には、今回じっくり

メリット、デメリット、先進地の、それを検討していただいて失敗のないように、来年度か

ら進めていただきたいと、そう思うところなんですが、いかがですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  次に、保護者の意見というご質問をいただいた中で、学校の意見とちょっと違う角度から

ということでご質問いただいているかと思います。先日こういったことがありまして、未就

学のお子さんが教育委員会に訪ねてこられたケースがありまして、まだ学校には通っていな
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いんですけれども、ラーケーションをやっておりますかというご質問をいただいた経緯があ

ります。そういった意味では、期待されている保護者の方もおられるとは認識しております

ので、実施できるようになればうれしいというふうなお答えも聞いておりますので、こうい

った部分を含めて、しっかり引き続き協議していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） ありがとうございます。来年令和８年度しっかり進めれるというふうな

ことを期待して、ラーケーションの話を終わります。 

  庁舎１階にてスマホ教室、ちょっと題材が、申し訳なかったんですけれども、大きく教室

ということで書いてしまいました。もっと単純に考えていただいて結構です。パソコンやス

マホの操作中に、どうしたらよいのか困られた経験のお方は多いと思います。自宅にいてる

ときに、すぐ横で教えてくださるのが一番助かります。しかし、それは無理があります。そ

のとき、庁舎へ行けば、窓口なりどこか分かりませんが、どなたかが丁寧に教えてくださる、

そのような体制は取れませんか。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） すみません、ご質問にお答えさせていただきます。 

  窓口、パソコン、スマートフォンに関しまして、実際どんな問題というのが出てくるか分

からないという部分もありますので、きっちりとした、それだけの窓口というのはなかなか

難しいかなと考えております。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） パソコンということでまた広げてしまいましたが、主に高齢者の方、苦

手な方は、パソコンじゃなくてスマートフォン、もう何かアプリ１つとってもよう分からん

と、途中で投げ出してしまう、そういうケースが多いと思います。そういう意味で、スマホ

を持ってここで困っているという話が来たときに、対応できるような窓口なり、もしくは先

ほど部長がおっしゃっていただいたけれども、各担当の課とか部でできるということで言わ

れていましたけれども、できたらスマートフォンに特化して、そこに行けば必ず、常駐とい

うのは無理があるかもわかりませんけれども、週のうち３日間だけ、半日だけ、そこに人が
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座っているとか、そういう体制を取れないかなと私は思っています。いかがですか。 

○総務部長（小野雄一郎） 議長。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） 議員おっしゃるとおり、今ほとんどがインターネットなどに接続

するツールとしてはスマートフォンが多いのかなということで、生活する上で本当に必要な

ツールであると考えております。 

  このツールの操作全般について行政がどこまで関与するのかというご質問でございますけ

れども、なかなか行政事務におきましては、当然町としましては、全面的に支援させていた

だくようなご用意がございます。ただ、本当に例えば行政に関係ない部分の操作全般に関し

ましては、果たして行政がどこまで関与すべきというのは、非常に難しいところではござい

ます。例えばその自治体の立地ですね。例えば携帯ショップがないような山間であれば、本

当にいろんな積極的な支援をされているような実例もありますし、逆に都市部であれば、や

っぱり第一義的にはそういう通信事業者さんがやるべきものということで、余り比較的、そ

こまで手厚い支援というのは行われていないような実情はあるのかなと考えておるところで

ございます。 

  行政に関係のないというか、行政手続に関係ない部分の支援としまして、現状としては、

そういった先ほど申し上げました教室などを開くことによって、一定、本町としても対応は

できておるのかなと考えておるところでございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 答弁に出てきませんでしたけれども、確かに窓口をつくったり、１人の

人が半日でも座ることによって、職員の仕事を増やしてしまうことになります。今でも大変

な中、私、提案なんですけれども、大手通信会社各社と協定を結び、週１回半日ぐらいお力

をかりるような方法を考えられませんか。それが内容としてウィン・ウィンになるように、

できればカタログは手渡ししていいと、新製品が出たときに。そこでの購入の申込は予約は

できても、庁舎内ですから販売とかの契約はできない、それは店に後日来ていただく。そう

いうふうな通信各社が喜ぶような内容をしっかり検討してやっていただきたい。 

  それと、実際、皆さんも経験あると思うんですけれども、例えば今、結構やり取りでお友

達なんかのやり取りで普及しているＬＩＮＥ、大手４社、３社のショップに行っても、ＬＩ

ＮＥはうちのことじゃないからということで対応してくれません。その辺を細かくできたら
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河合町でやっていただきたいんですけれども、その辺どうですか。 

○総務部長（小野雄一郎） 議長。 

○議長（疋田俊文） 総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） 大手の事業者の方にそういう窓口の支援であるとか、そういった

ことをしていただけたらというご質問ではございますが、確かに通信事業者は何社もござい

ますので、その中から特定の通信事業者だけにそういったことを頼んで、その代わりに例え

ばパンフレットなどを置かさせていただくということが果たして行政として実施すべきこと

なのかどうなのかというところで、ちょっと直ちに進めるべきでないという判断をしかねる

んですけれども、ちょっとそういったことなども、やっているような実例なども参考しなが

ら、ちょっと一度考えてみたいと思います。 

  そういうおっしゃっていた具体的なアプリ、例えばＬＩＮＥとかの操作方法につきまして

は、本町の生涯学習課でやっておる教室のメニューの中でもあったかと思っておりますので、

そういったところで一旦は受講していただくのが本来かなと考えておるところでございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 通信業者を選ぶのは１社を選ぶのではなくて、全部呼ぶんです。全部呼

べば町としても対応できると思うので、３社なり４社なり。それを週に３回割り振りで。そ

れとカタログを常設するんじゃなくて、来たときに持ってきて、こういう新製品が出ました

と。当日その日に渡すんやったらオーケーと。何も置く必要はございません。そのように考

えております。 

  皆さん、高速のサービスエリアやイベント会場で、女性のトイレの混雑、見たことあると

思いますけれども、並んでいるのが。某トイレメーカーは、イベントや大型商業施設でトイ

レの混雑状況をスマホで確認できるサービスを今回始めました。スマートフォンやタブレッ

ト端末は、河合町の防災面でも大切な機器の１つになっております。特に河合町では、防災

無線が聞こえない地域が多くあり、カバーする意味でも、一人でも多くの方に町公式ＬＩＮ

Ｅやメールに登録していただき、命を守る行動を推進したいが、いかがですか。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） 先ほどもお答えいたしましたとおり、スマートフォンというのが

本当に生活する上で欠かせないツールになっております。これはおっしゃった災害時などに

おきましても、当然のことながら必要になるものと考えております。 
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  したがいまして、町の積極的な情報発信しているものを受け取っていただくものでござい

ますので、そういったものへの登録というのは促していきたい。そして、もしお困りの場合

でありましたら、可能な限りご協力させていただきたいと考えておるところでございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 河合町の公式なＳＮＳ、ＬＩＮＥやメールというのは、ほかにどのよう

なものがあるのか、また、その登録者数は、合計で結構です。全てのＳＮＳの。教えてくだ

さい。 

○総務課長（西村直貴） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） お答えさせていただきます。 

  町のＳＮＳ等の登録状況でございますが、９月１日現在で、ＬＩＮＥで2,735件、続きま

してフェイスブック、これが640件、インスタグラム740件、Ｘが315件となります。もう一

つ、防災メールの登録件数なんですけれども3,395件、防災メールのファックスの登録が117

件、最後に、防災メールの電話登録されている方が313件となります。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 合計どのくらいになるんですかね。 

○総務課長（西村直貴） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） それぞれアプリなりによってになりますので、全部の合計というの

は重複の部分も考えられますので、合計というのは余り、この場ではちょっと出しておりま

せん。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 重複を判断するのは難しいと思うんです。おっしゃるとおりです。ただ、

さきに行われました国政の参議院選挙では、河合町の有権者数は１万4,498人と伺っており

ます。20％でも2,900人、各ＳＮＳで2,900人の登録、オーバーしているところもございます
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が、目指しませんか。できれば、それが達成すれば、聞こえない防災無線を補完することが

できます。その辺いかがお考えですか。 

○総務課長（西村直貴） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） 一旦お答えさせていただきます。 

  防災メールに関しましては、今、議員お述べの2,900件を超えた3,395件という形で20％を

超えていると。ＬＩＮＥに関しましては2,735件と、もう少しという部分ではありますけれ

ども、これからも広報であったりとか、ＬＩＮＥ等ＳＮＳの登録に関しては、積極的に推進、

積極的に呼びかけさせていただきたいと考えています。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） まず、通告にも書きましたけれども、庁舎内で気軽にスマホを使用して

いただくためにはＷｉ－Ｆｉ機能が必要ですが、具体的な、今、うちがないというのは分か

っていますけれども、計画というのはないんですか。北葛４町全て視察はしておりませんが、

行かせていただいた２町には、１階ロビーにてＷｉ－Ｆｉ機能は既に整備されていました、

２つは。選択肢ではなく、もう庁舎機能として必要と考えていますが、私佐藤の考えは間違

いでしょうか。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） 現段階で、庁舎内でそういう公共の無線ＬＡＮ環境というのは、今

のところ予定はございません。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 私の考えは間違いでしょうか。 

○総務部長（小野雄一郎） 議長。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） 議員のお考えが合っている、間違っているということにはご答弁

いたしかねるところではございますが、最初にお答えいたしました、現在、そういったフリ

ーのＷｉ－Ｆｉを導入しながらも、社会情勢の変化により、実際には撤去しているようなと
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ころもございますので、そういったことを踏まえて、慎重に検討したいとお答えさせていた

だきました。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 私の質問は、今の部長の答弁でよろしいですけれども、選択肢ではなく、

もう庁舎機能として必要と考えていますが、私佐藤の考えは間違いでしょうかということを

聞いているわけですよ。理解してくださいね。 

  最後に１点、本年は各議員の皆さんのご協力を得て、議会運営委員会の委員長を拝任させ

ていただいております。ご存じのように、３階の議員控室は議会図書館を兼ねております。

もちろん一般質問の準備、政策立案や条例改正、これから行われる決算審査の準備を住民の

代表としてやる場所と考えておりますが、なぜかＷｉ－Ｆｉ機能はありません。何でなんで

しょうか。視察した他町では、町から貸与されたタブレット端末を使い、庁舎内ではどこに

いても議員はＷｉ－Ｆｉを使用できる環境です。河合町はＷｉ－Ｆｉもタブレット端末もな

い。まるで石器時代のような環境を私は危惧しております。このような状態で河合町に新し

い住民を呼び込むような施策が打てるのか悩んでおります。森川町長に、できればお答え願

いたい。どのように考えているか教えてください。 

○町長（森川喜之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 佐藤議員のご質問にお答えさせてもらいます。 

  他町の議会において、議会関係資料をタブレット端末で確認できるような環境が整備され

ていることは承知をしております。資料作成や配付に要する作業時間の削減や議会運営の効

率化につながるものであるとも認識をしておりますが、導入に当たり、財源の確保やセキュ

リティー面の課題も数多くありますが、例えばＷｉ－Ｆｉ環境の整備だけでいいのか、議会

関係資料もまた電子化するものかといった内容など、様々な議論をさせていただき、議会審

査にも関わるものでありますので、議会としてのお考えも踏まえて、検討を進めていきたい

と考えております。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 町長、ありがとうございます。 
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  よくいろんな話の中で、北葛４町、北葛４町という言葉が出ます。その内容の中で、やは

り他町の議員よりよろいも着ていない、刀も持っていない、その中で、河合町議会の議員は

戦わなあかん。その辺を分かっていただきたい。それは強いて言えば、住民代表のそのこと

をやっぱりないがしろにしているんじゃないかなという意味にも僕は取れるんです。その辺

はしっかり検討していただいて、できれば早く対応をお願いします。 

  次に移りたいと思います。 

  学校弁護士、スクールロイヤーの必要性。先ほどからも出ましたけれども、学校の教員、

教育委員会だけでの対応が今多種にわたる問題を解決することが厳しい現状があります。い

じめ、不登校、児童虐待、保護者からの過剰要求などの対応に今は法律的な根拠を基に解決

するという手段もございます。子供を守るのが一番ですが、ひいては教師の体も守り、その

先には教師の働き方改革にもつながると思います。 

  子供の問題が複雑化する中、学校現場が法的根拠に基づいて対応するということは必要や

と思います。その辺のことは同じ考えでよろしいですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  教育委員会も同じ考えでございます。 

  以上であります。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 令和２年６月、議員発議第９号にて発議が行われました。皆様のご協力、

賛同を得て可決されました。令和３年４月に、弁護士の先生が法務主任としてリーガルサポ

ーターズで法務管理主任として配属されました。兼務していただくとか、その頃から話はあ

りましたが、本当に兼務をしていただいているのか。もし兼務していただいているのであれ

ば、なぜ子供や親御さんに安心感を与える、広報かわいに兼務していただいているというこ

とが書かれていないのか。どんないい施策を決定しても、住民へ伝わるように広報しないと

絵に描いた餅じゃないんですか。その辺どうお考えですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 
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  先ほどの答弁でもお答えさせていただきましたが、令和３年４月から法務管理主任がスク

ールロイヤーと同等の役割を果たしていただいているということでお答えをさせていただき

ました。 

  今、ご質問いただきました広報とかいう形で、住民への伝え方が少ないのではないか、や

っていないのではないかというご質問でございます。少しでも学校で研修講座も行わせてい

ただいております。そういった部分も広報には載せさせていただいております。また、こう

いうスクールロイヤーとして広報に載せるではなくて、やっていただいていることを少しで

も住民の方にお伝えできるような体制、広報に載せるというところは続けていきたいと考え

ております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 河合町の小中学生916人の親御さんが知っていますか。河合町の小中学

校には、何か問題が起こったときに学校弁護士、スクールロイヤーがいてると、すぐに教育

委員会なり教師に連絡して対応していただけると、そういう安心感を持っていただいていま

すか、親御さんが。教えてください。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  保護者に対する安心感ということで、スクールロイヤーを設置しているということでお伝

えをしているかということなんですけれども、現時点では、スクールロイヤーを担っていた

だいているという形で進めさせていただいておりますので、河合町にスクールロイヤーがい

るとかいう部分での伝え方はできていないという状況でございます。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 何かサークル活動やないんやから、行政がやることについて、もうちょ

っと白黒をはっきり明確にしたほうがいいんじゃないですか。そのように思うんですけれど

も、その辺は、だから広報に、スクールロイヤーらしき、スクールロイヤーもどき、スクー

ルロイヤー同等、どれでも結構です。それでも上げたらどうですか。何で上げへんのですか。
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絵に描いた餅でいいんですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  スクールロイヤーと同等ということでお伝えさせていただいております。その言葉を使う

べきなのかというところも含めて、しっかりともう一度、法務管理主任を管理している総務

課とも相談しながら、住民が安心・安全に学校生活を送れるような意味合いも含めまして、

検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 小野部長、できたらご相談あったら、広報かわいに、住民の皆さんに、

そして親御さんに、そういうふうなことをやっていると、絵に描いた餅にならんように広報

していただけますか。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） はい、スクールロイヤーの役割というのは、保護者に対してのも

のなのかどうなのかというところで、ちょっと１点疑問はあるんですけれども、どのような

周知が一番いいのかということを教育委員会と相談した上で、広報紙の掲載について判断し

てまいりたいと考えております。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） ちょっとしつこく言いますけれども、過去には、私のいつからするんで

すかという質問に、理事者の皆さんは、リーガルサポーターズの弁護士さんにお願いしてみ

る、もしそれが合わなければ、違う形で弁護士を検討したい。これ、もう数年たっています

ので、３年も２年も。じっくり話していると思います。前向きに検討していくというのが理

事者の方のご答弁でした。決めたこと、発議したことは守っていただきたい。できないので

あれば、理事者の皆さんから私たち議員に、申し訳ないが約束が守れないと、なぜ言ってこ

ないんですか。私は発議後、複数回話合い、打合せにお伺いしております。何か問題があっ

たんですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 
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○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  特に問題はございません。相談につきましても、今まで20回程度、法務管理主任のほうと

学校でいろんなことが起こったことに対して、質問また解決もさせていただいているところ

がございます。そういった状況でございます。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 河合町議会の最高規範である議会の中の発議、それで可決されているわ

けです。議決案件なんですよ。それを約束を守らないということは、住民代表の議会で可決

したことを行わないのは、見方によっては議会軽視ととらまえても仕方がないかなと思いま

すけれども、違いますか。 

○教育長（上村欣也） 議長。 

○議長（疋田俊文） 教育部長。 

○教育長（上村欣也） 今、議員おっしゃるとおり、発議というのは非常に重たいものとは認

識しております。ただ、部長が答えていましたように、法務管理主任職員が今の時点では、

問題が起きたときに有効に使わせていただいて、相談させていただいて、やっておるところ

でございますので、それで問題を解決した事案もございますので、そこら辺は理解していた

だいて、決して議会を軽視しているわけではございません。それははっきりさせてもらいま

す。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） そうしたら、事実関係確認に行きます。 

  法務管理主任の方へリーガルサポーターズと兼務してくださいとお願いをしているんです

ね。お願いしていますか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  契約書の中に含まれているというわけではございませんが、何度もお会いさせていただき

ながら、学校現場での相談につきましては乗っていただけるような体制づくりはできている
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という状況でございます。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 契約書はないということなんで、そやけど、相手は弁護士先生ですよ。

余りにも河合町が取っている対応というのは失礼な対応やと思います。仕事が増えたときに

はこうすると、何で契約書にうたわへんのですか。あるっていうんやったら、その写しを今

日お昼にでももらいたいなと思うのが私の意見やったんですけれども、おかしくないですか。

それ、すぐ是正したほうがええことないですか。中途半端に、子供のそういう大事な案件が

中途半端に口約束でできるんですか。やっぱり失礼やと思います。来ていただいている弁護

士先生に。その辺どうお考えですか。 

○総務部長（小野雄一郎） 議長。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） 法務管理主任につきましては、本人は職員でございます。任期付

きの短時間勤務職員という位置づけになっております。したがいまして、例えば顧問契約な

どに基づいて本町へ勤務していただいているわけではございませんので、あくまで勤務条件

の通知という中で、どのような業務に当たっていただくかということを通知させていただい

ているわけでございます。その中におきます法律問題全般に関するものとして、学校現場に

おける法律問題にも当たっていただくとしておるところでございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 先ほど、教育長のほうから議会軽視でないということのお話をいただい

たので、角度を変えます。よく聞いてくださいね。 

  もし仮に、中学校で傷害事件が今週木曜日に発生、教師が警察に通報し、問題が多方面に

広がったとき、どのように動くのか教えてください。先ほどからの話を聞くと、事案発生翌

日金曜日には、法務管理主任が、また違う弁護士が駆けつけてくれるという体制は取れてい

るんですかね。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 
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  例えばの話でいただきました中学生で何かがあった場合ということになるんですけれども、

あくまで今回取らせていただいているのが、可能な範囲での相談をしていただけるというこ

とで、例えば法務管理主任につきましては、水曜日で来ていただいております。ただし、水

曜日以外でも可能な範囲で調整はさせていただいたりとかいうふうな形で、ある程度、不登

校の問題であったりとか教育関係の相談であったりとかというところも受けていただけると

いうことで、お話はさせていただいております。 

  実際に、高谷先生に来ていただいてはおるんですけれども、高谷先生だけでは教育的な専

門家ではございません。いろんな弁護士の方がおられるということもお聞きしております。

例えば、奈良県の弁護士会のほうと相談させていただいて、可能な範囲ですぐに対応してい

ただきたいということもお話をさせていただいておりますので、そういったところも含めて、

今日言って明日というわけには、弁護士の方はいかないと思うんですけれども、早急に対応

していただけるようにお話をさせていただいているところでございます。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 分かりました。ただ、この今私が例に出して言いましたけれども、悪い

例ですけれども、金曜日に法務管理主任、これ、水曜日しか出てはりませんので、１日だけ

なんでね、契約が。すぐ連絡して、奈良行政連携センターにお願いして、弁護士、違う先生

が専門家が駆けつけていただけると、翌日の午前中ぐらいには。そういうふうなことを契約

書にうたってほしいわけですよ。契約書に。大事な大事な河合町の未来を背負って立つ子供

たちですよ。その子供たちに対してやる大人の行動というのが曖昧過ぎるんです。だから、

その辺ちょっと教えてください、どう考えているのか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育振興部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  例えばですけれども、河合町とかという形でしたら、今取組をしていない状況になります

が、大きい市の教育委員会でございましたら、直接顧問弁護士を雇っていたりとかいう状況

がございます。河合町でも、町では顧問弁護士を雇っているところなんですけれども、そう

いった形で、教育委員会でも顧問弁護士を雇うとかスクールロイヤーを導入するとかという、

はっきりとした導入ができればいいんですけれども、今の段階では、兼ねるような形で法務
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管理主任と一緒に教育現場、相談させていただいているところですので、今の段階ではスク

ールロイヤーを導入してどうのこうのとか、顧問弁護士を町だけで雇うとかというのは、非

常に厳しいというような判断をしておりますので、この法務管理主任に相談しながら、教育

委員会としてはきちんと対応していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 分かりました。 

  昨日、子供の自殺が多くなる９月１日を迎えて、夏休みが終わり、新学期が始まりました

が、子供たちが学校へ行きたくないというのは、子供からの勇気を振り絞った最後のＳＯＳ

と言われております。悲しいお話ですが、2022年には、全国で高校生まで含むと514人自殺

が出ました。自殺者が。2024年は529人出ております。過去最多と消防庁が発表しておりま

す。この現状を対岸の火事と見るのか、我が町のことと置き直して考えるのかで、大きく変

わってくると思います。河合町の苦手な模擬訓練、シミュレーションを行っていくことが特

別ではなく当たり前のことと考えます。違いますか。すぐさま法務管理主任の人と契約書を

もう一遍見直してください。そういうふうな、動けるような体制を取ってほしいんです、す

ぐに。よろしいですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） ありがとうございます。 

  お答えさせていただきます。 

  例えばそのような状況を考えたくはないんですけれども、そういったこともしっかりと、

休み明け、長期休み明けにつきましては、確認をしっかりと教育委員会としては取っている

状況でございます。そういった部分でも、法務管理主任に連絡をしっかり取りながら、教育

委員会、教育関係にたけた弁護士もいっぱいおられるということを聞いておりますので、し

っかりとした体制づくりを進めていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） まとめに入ります。 
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  スクールロイヤー制度も災害と同じで、必要な案件が起こらなければいいけれども、国や

先進地は起こるかもわからないと、必要との考えの下、取り組んでおります。子育て世代へ

安心感を与え、河合町でもう一人を出産したい、人口増を考えるのであれば、現状でのベス

トを尽くす必要があると考えますが、同じですか。 

  私は河合町の小中学生916人の１人でも２人でも、ご家族や当事者の子供が将来、学校弁

護士、スクールロイヤー制度に助けられたと思っていただけたらよいと私は思いますが、そ

のあたりは同じ考えですか。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  佐藤議員と教育委員会、同じ方向に進んでいるという認識をさせていただいておりまして、

スクールロイヤーという有効なものだと、しっかりと考えております。しかし、現状におき

ましては、法務管理主任の方にスクールロイヤーと同様の役割を果たしていただいていると

いう状況でございます。しっかりとただいまご指摘というかご助言いただいた部分を含めま

して、スクールロイヤー導入につきまして、様々な角度から検討を再度していけたらと考え

ておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員。 

○４番（佐藤利治） 一応、理事者の方の答弁をまとめたら、他の行政のように財源の問題で

現状ここまでしかできないということですね。やりたい気持ちはある。財源ができればすぐ

にでもやりたいと何で言ってくれないのかなと、具体的に。子供たちのことでやらなかった

ことは、できなかったこと、やらなかったことは必ず10年後、20年後に河合町にしっぺ返し

で返ってくると思います。今すぐにできることを、これだけのシミュレーション、模擬検討

をして行っている、これが私の質問に対しての答えじゃないんかなと、私は勝手に思ってい

ます。これ以上言うと、町長や教育長からおしかりを受けるので終わりにしますが、今回多

くの議員から教育関係のお話が多々出ております。未来の宝、子供たちへの投資と考えてご

理解いただきたい。スクールロイヤー制度については、もう少し充実していただけると思い、

私の質問は終わります。 

  続きまして、ビジネスネームについて。 

  採用している大阪寝屋川市役所では、平仮名で「ねやがわ」、「かやしま」、「こうりえ
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ん」など、駅名がありました。河合町でもフルネームであれば、できたら「ざいせいよしお」

とか、名前だけなら「あんぜん君」とか、国民健康保険の窓口なら「こくほ君」とか「すな

まる君」とか、そういうふうな親しみの持てるものはどうかなと。それとプラス、品位に欠

けるものは問題ですので、民間では、ローソンでは片仮名とアルファベットの組み合わせで

片仮名でクルーで、イニシャルでＴＫとか、また、セブンイレブンでも店名と役職名だけで、

名前なしでの名札が選べると聞きました。河合町でもしているということなんですけれども、

もう一歩踏み込んでやるようなことは考えられませんか。 

○総務課長（西村直貴） 議長。 

○議長（疋田俊文） 西村総務課長。 

○総務課長（西村直貴） お答えさせていただきます。 

  寝屋川市のほうの事情というのは、こちらのほうでも確認をさせていただいています。寝

屋川市のほうでも、全ての職員というのがビジネスネームを利用できるわけではなく、住民

対応の窓口職員を対象として、希望する職員に対してビジネスネームの利用を認めるという

形で理解はしております。職員全体でそういったビジネスネームの使用に関しましては、全

体で名前を共有するということが徹底する必要もあります。また、個人情報を扱う行政の窓

口職員として、来町者に対し、本名とは違うお名前で対応する、それに対して不信感を与え

てしまうといったことも、そういった可能性もあり、導入には慎重に検討していかなければ

ならないと考えております。 

  以上です。 

○４番（佐藤利治） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤議員、あと２分でまとめてください。 

○４番（佐藤利治） 私の通告書にも書いていたように、もちろん課長と同じ考えですよ。窓

口業務だけです。奥に座っている部長にまで仮名をつけろとは言いません。それと、大変や

なと思うのは、電話したときに、先ほど行って、もう一度聞き直したいというときに、交換

手の人にやっぱりそれを理解してもらわんと、ただ、その辺は寝屋川市だけではないです。

物すごくぎょうさんやっています、全国では。調べてもろうたら、その辺のメリットがある

ということでやっていると思うんです。だから、その辺はやはりアンテナを張っていただい

て、先進市の動向を考えていただきたいなと思います。 

  だらだらとたくさん言わせていただきましたけれども、全ての案件、問題について、ここ

まで今しているからどうかなるという受け身じゃなくて、こうしていくんやという明確な目
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標が必要やと思います。例えば、極端な話ですけれども、町長が所信で、これとこれとこれ

は今年やっていくと言うた場合には、やはり皆さんがアンテナ張って、毎朝その町長から出

た訓示をどこでどんな動きをしているかということをやはり情報収集するということがこれ

からの河合町には必要やと思っています。 

  以上で佐藤の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（疋田俊文） これにて佐藤利治議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 杦 本 光 清 

○議長（疋田俊文） ２番目に、杦本光清議員、登壇の上、質問願います。 

  杦本議員。 

（８番 杦本光清 登壇） 

○８番（杦本光清） 改めまして、おはようございます。 

  議席番号８番、杦本光清が通告書に基づき一般質問をいたします。よろしくお願いいたし

ます。 

  今回は、本町の避難施設について質問をいたします。 

  さて、令和７年７月30日午前８時25分頃、ロシアのカムチャツカ半島沖を震源とする地震

の規模がマグニチュード8.8、震源の深さが20.7キロメートルの地震が発生しました。この

地震により、日本の太平洋沿岸を中心とする広い地域に、午前８時37分に津波注意報が出さ

れ、その後、地震の規模を修正するとともに、午前９時40分に警報へと切り替えられました。

結果として、この地震による津波としましては、ロシアで５から６メートル、ハワイで1.7

メートル、岩手県久慈港で1.3メートルの津波が観測されました。 

  日本では、午前９時40分に津波警報に切り替えられた後、報道各社による一斉の避難の呼

びかけがなされ、沿岸部におられる方々が避難されていました。今回のこの避難の呼びかけ

は、1952年に発生したカムチャツカ半島沖地震で、北海道から本州の太平洋側に最大３メー

トルの津波が到達した過去に起因する呼びかけであり、その結果、今回の津波による被害が

なかったことは何よりでした。ただ、ロシアで被害に遭われた方々には、遠い地からではあ

りますが、お見舞い申し上げます。 

  さて、今回の一般質問の論点にフォーカスしていきたいと思います。 
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  ７月31日の内閣官房長官の発表では、避難中に熱中症で搬送された方が11人いたとのこと

でした。真夏の酷暑の中の避難行動となったわけですが、改めて様々な状況下での避難及び

避難施設を考えなければならない、そのように感じております。 

  そこで、今年度、教育委員会では河合第一小学校、河合第二小学校の体育館に空調設備を

整備するとし、現在進められていることと考えます。ついては、現在の進捗状況と今後の予

定について答弁をお願いいたします。 

  再質問については、自席にて行います。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 私のほうから、避難所施設についてにお答えさせていただきま

す。 

  各小学校の体育館空調設備の進捗につきましては、ただいま設計業務を発注しておりまし

て、工事の工法等を検討し、工事発注に向けて取り組んでいるところでございます。今後に

つきましては、９月末に設計業務が完了し、11月上旬に工事発注を行い、年度末の完了に向

けて進めてまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） ありがとうございます。 

  体育館への空調設備については、今年度中に整備されるということですので、引き続き、

滞りのないように進めていただければと考えております。 

  それでは、再質問のほう、させていただきます。 

  今回の空調設備の整備により、有事の際、第一小学校、第二小学校、町立公民館、町立体

育館に多くの方が避難されることが想定されますが、南海トラフ巨大地震発災時を想定して、

それぞれの避難所に避難される最大想定避難者の人数は何人になるでしょうか。 

○危機管理課長心得（植村一之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 植村危機管理課長心得。 

○危機管理課長心得（植村一之） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  まず、避難所に避難される方は、町全体で3,500人と想定しております。校区でいきます

と、第一小学校、第二小学校、旧第三小学校校区で算出しますと、第一小学校校区で1,300
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人、第二小学校校区で1,300人、旧第三小学校校区で900人となります。 

  その中で、各施設の最大収容人数なんですけれども、第一小学校で約330人、第二小学校

で約320人、町立公民館で440人、町立体育館で330人ですので、この公民館、体育館２施設

を合わせますと、合計770人となり、学校区ごとの避難者数と比較しますと、今答弁いたし

ました４施設では収容できないほどの避難が想定されます。ですので、地域の集会所に避難

される方もおられると思いますが、収容人数を超えた場合は、例えば、第一中学校、第二中

学校など、別の公共施設へ誘導するなど対応したいと考えております。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） 丁寧な答弁ありがとうございます。 

  質問を続けます。 

  共同通信社によって、今年６月から７月にかけて、全国の1,741の市区町村の首長を対象

にしまして、避難所運営で優先的に取り組むべき事項というアンケート調査が行われました。

こちらのアンケート調査には回答されましたでしょうか。 

○危機管理課長心得（植村一之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 植村危機管理課長。 

○危機管理課長心得（植村一之） ただいまのアンケートにつきましては、回答を行っており

ます。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） よかったです。このアンケート調査の約４％、65人の未回答に該当して

いなくて、安心しました。 

  それでは、質問を続けます。 

  このアンケート調査は、被災者の権利保護をうたう国際基準を新たに取り入れ、政府が昨

年12月に自治体向けの避難所運営指針を改定したことによって行われましたが、その中で、

政府が指針で示す基準を本町の避難施設が満たしているのかを質問します。 

  本町において、災害発生時に多くの方が避難すると想定される第一小学校、第二小学校、

町立公民館及び町立体育館の３か所について、それぞれ答弁をお願いいたします。 
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  政府の指針では、災害発生初期段階で、50人につき１基のトイレを用意するとされていま

すが、この基準は満たされていますか。 

○危機管理課長心得（植村一之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 植村危機管理課長。 

○危機管理課長心得（植村一之） ただいまの質問にお答えさせていただきます。 

  まず、第一小学校につきまして、体育館内のトイレに５基、外にマンホールトイレがある

んですけれども、そちらのほうが５基、計10基の設置があり、50人に１基のトイレに換算し

ますと、500人の方の対応ができますので、先ほど答弁させていただきました最大収容人数

の約330人を満たしている状況でございます。 

  続きまして、第二小学校なんですけれども、こちらのほうは体育館の中に４基、マンホー

ルトイレが外に５基、計９基の設置があります。この基準では、先ほど50人に１基の基準に

換算しますと、450人に対応することができますので、最大収容人数であります約320人を満

たしている状況でございます。 

  続きまして、町立公民館なんですけれども、公民館の中の館内のトイレが計19基、マンホ

ールトイレが外に８基、町立体育館は体育館の中にトイレが６基、マンホールトイレが外に

４基あります。加えまして、屋外用のトイレというのが外に設置されています。そちらのほ

うのトイレが３基ありますので、この２施設、公民館及び町立体育館の合計としましては、

トイレが28基、マンホールトイレが12基、合計40基の設置となりますので、ただいまの基準

で換算しますと約2,000人の対応が可能となり、２施設の体育館及び公民館の最大収容人数

約770人を満たしている状況でございます。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） 政府が出した自治体向けの避難所運営指針では、そのスフィア基準では、

避難所の居住空間、生活空間ですね、について、１人当たり最低3.5平方メートルの専有ス

ペースを確保するというガイドラインが示されています。 

  河合町ではこの基準は満たされていますか。 

○危機管理課長心得（植村一之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 植村危機管理課長。 

○危機管理課長心得（植村一之） お答えさせていただきます。 
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  避難所で避難される人数、先ほど3,500人の中で、スフィア基準の居住空間を確保する場

合、この３か所の避難所施設では満たすことはできません。ですので、指定避難所となって

おります公共施設や地域の集会所を活用することで、基準を満たすことは可能であると想定

しております。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） それでは、このスフィア基準で3.5平方メートルの専有スペースを確保

した場合、第一小学校の体育館、第二小学校の体育館、町立公民館及び町立体育館について、

避難できる最大の人数は何人でしょうか。 

○危機管理課長心得（植村一之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 植村危機管理課長。 

○危機管理課長心得（植村一之） お答えさせていただきます。 

  まず、第一小学校の体育館で、スフィア基準で計算しますと約160人、第二小学校の体育

館で約150人、町立公民館で約210人、町立体育館で150人となりますので、公民館と町立体

育館この２施設を足しますと、計360人となります。 

  以上でございます。 

○８番（杦本光清） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 杦本光清議員。 

○８番（杦本光清） それでは、今回の一般質問のまとめに入りたいと思います。 

  先ほども申しましたが、今回の一般質問のきっかけとなりましたのが７月30日のカムチャ

ツカ半島沖地震です。この地震により、日本でも多くの方が避難行動を余儀なくされました。

この日は、実は兵庫県丹波市で、当時の国内最高気温41.2度が観測された日でもありました。

このことから、避難施設の在り方というものをしっかり考え準備しておかなければ、住民の

命を守ることができないと考えたからです。 

  先ほど答弁いただきました内容から、本町では、最大想定避難者数が約3,500人、第一小

学校区で1,300人、第二小学校区で1,300人、旧第三小学校区で900人とのことでした。 

  想定の話をします。もし７月30日のような真夏に南海トラフ巨大地震が起こっていたら、

河合町の人々はどこに避難していたでしょうか。ライフラインが寸断され、酷暑の中、どこ

に安全を求められていたでしょうか。 
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  町内には27か所の指定避難所が定められていますが、それぞれの避難所にバランスよく避

難されていたでしょうか。 

  旧第三小学校区を例として話を進めていきます。旧第三小学校区では、約900人の方が避

難される想定ですが、旧第三小学校区の指定避難所６か所、高塚台集会所、高塚台二丁目集

会所、久美ケ丘集会所、河合町文化会館まほろばホール、町立公民館、町立体育館、この６

か所ですね。この６か所にバランスよく避難されることはありません。ほとんど全員の方が

旧河合第三小学校、現在の町立公民館と町立体育館に避難されます。なぜなら、外は酷暑、

町立公民館と町立体育館にだけ災害時でも稼働し続ける空調設備、エアコンがあるからです。 

  しかし、町立公民館と町立体育館に避難していただける人数は、スフィア基準では210人

と150人、合計360人だけです。ここで避難所での格差が生まれるんです。単純にではありま

すが、361人目の方からは酷暑の中での避難生活が始まるんです。 

  今年度、河合第一小学校体育館と河合第二小学校体育館に空調設備を整備いただいていま

す。整備後、来年３月ですね。河合第一小学校体育館に避難できる人数は160人、河合第二

小学校体育館に避難できる人数は150人です。まだまだ足りません。早急にこの状況を改善

する必要があると考えます。 

  小学校の教室棟には、既に空調設備、エアコンが整備されています。こちらに非常用電源

を整備するか、もしくは第一中学校体育館及び第二中学校体育館に空調設備を整備し、避難

できる環境を整える必要があると考えます。 

  令和８年度予算に期待いたしまして、私の一般質問、終結させていただきます。 

  以上です。 

○議長（疋田俊文） これにて杦本光清議員の質問を終結いたします。 

  暫時休憩します。 

 

休憩 午前１０時４８分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（疋田俊文） 再開いたします。 

  本日の一般質問は録画配信を実施いたします。その際、傍聴者も撮影映像に入る場合があ

りますので、ご了承願いたいと思います。 
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────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 馬 場 千惠子 

○議長（疋田俊文） ３番目に、馬場千惠子議員、登壇の上、質問願います。 

○１０番（馬場千惠子） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 馬場千惠子議員。 

（１０番 馬場千惠子 登壇） 

○１０番（馬場千惠子） 皆さん、こんにちは。議席番号10番、馬場千惠子が一般質問の通告

書に基づいて質問したいと思います。 

  今回は４点について質問いたします。 

  まず、１点目ですけれども、ごみの収集ステーションについてです。 

  かねてから、ごみの収集については戸別収集を要望してきたところですが、今回、10月か

らごみの分別が変わることにより、可燃ごみと不燃ごみのごみの量に変化があると見込まれ

ます。そこで、ごみステーションの変更、改善を提案したいと思います。 

  １案ですけれども、戸別収集に変更。戸別収集にすると、遠方までごみを出しに行かなく

てもよい。ごみ当番の解消、カラスの対策にも有効と思われます。また、まごころ収集につ

いても、自動的に解消をされます。 

  ２案です。可燃ごみ、不燃ごみ、缶、瓶、ペットボトルについては、現在の可燃ごみのス

テーション、また、大型ごみについては月１回、現在の燃やさないごみのステーションに。

高齢化が進む中、ごみ当番及びごみ出しの負担の改善、この町に住み続けるためにというこ

とで改善を要望します。 

  ２番目は、義務教育における子育て支援です。 

  義務教育は無償であると言われていますが、小学校の６年間及び中学校の３年間に必要と

される教育関係の費用は、この物価高騰で暮らしに大きくのしかかっています。特に入学時

には、制服や体操服、通学かばん、ランドセルも含みますけれども、など多くの負担がかか

ります。給食費や修学旅行費、教科の副教材、音楽美術など、ＰＴＡ会費など、教育に係る

費用は数え切れないほどあります。 

  全国的には、制服や体操服の無償提供を行っている自治体もあります。子育て支援を含め、

安心して子育てができる河合町として、入学時の負担軽減のための支援を行うべきと思いま
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すが、いかがお考えでしょうか。 

  ３番目に、インフォメーションの活用です。 

  河合町の庁舎の１階フロアにありますインフォメーション、２台ありますが、どのように

活用されていますか。現在の運用について及び今後の活用について伺います。 

  ４番目は、文化会館「まほろばホール」についてです。 

  河合町立文化会館、まほろばホールは、音楽文化の拠点として、平成３年、1991年６月に

オープンしています。大ホールはクラシック音楽の演奏を主目的に音響設計された多目的ホ

ールで、音楽会、ピアノ発表会、講演会、映画会等に利用いただけますと紹介されているよ

うに、音響効果は抜群で、利用された方々から絶賛されていますが、34年経過し、多くの故

障箇所が見受けられます。その時々のメンテナンスが適切に行われなかったのが原因ではな

いかという声が聞かれていますが、どのようにお考えでしょうか。 

  河合町の音楽文化の拠点としてのまほろばホールの今後について、町長のご意見を伺うと

ともに、河合町の文化活動の発展についての方針をお示しください。 

  以上です。再質問は自席にて行いたいと思います。よろしくお願いします。 

○生活環境部長（佐藤桂三） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤生活環境部長。 

○生活環境部長（佐藤桂三） それでは、私から、馬場千惠子議員１つ目のご質問、ごみ収集

ステーションについてお答えさせていただきます。 

  ごみ処理広域化により、10月から可燃ごみについては、まほろば環境衛生組合のごみ中継

施設で10トン車に積み替え、山辺・県北西部広域環境衛生組合のやまとエコクリーンセンタ

ーで焼却処理されます。この広域化によりまして、議員おっしゃるとおり、主にプラスチッ

ク製品のごみの分別区分に変更が生じます。このことにつきましては、広報紙において、６

月号にチラシを、９月号に家庭ごみの分別と出し方を挟み込み、ご案内させていただいたと

ころでございます。 

  また、ごみの収集ステーションの変更についてもご提案いただき、ありがとうございます。

現在のごみの収集につきましては、可燃ごみ週２回は、旧大字297か所、西大和地区335か所

で、合計632か所、粗大ごみ、不燃ごみ、資源ごみは、旧大字103か所、西大和地区75か所で、

合計178か所のステーション方式により、町民皆様のご理解、ご協力をいただき、実施して

おります。 

  ご提案いただきました戸別収集や粗大ごみ以外は可燃ごみステーションで収集するのは、
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新旧住宅地の道路幅などの地理的な相違により、ごみの回収体制、人材、車両などの見直し、

加えて、収集に係る経費、また、ごみ処理広域化により、可燃ごみにつきましては安堵町の

中継施設まで運搬する必要があることから、収集運搬時間の延長などの課題があるため、現

段階ではごみ収集ステーションの変更は難しいと考えております。 

  今後においても、各地域の皆様のご協力及びまごころ収集などによりごみ収集を進めてま

いりたいと考えていますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 続きまして、私のほうから、２つ目、義務教育における子育て

支援についてお答えさせていただきます。 

  全国的にも、保護者の負担軽減対策として、公立中学校の制服を無償化にする自治体があ

ることは承知しております。現時点では、特別支援教育就学奨励費や要保護・準要保護児童

生徒就学援助費で、特定の児童生徒に対し、新入学児童生徒学用品費等で援助をしておりま

す。 

  今後、入学時の負担軽減策の一つとして、制服の無償化等につきましては、継続的な財源

の確保が必要と考え、現時点では支援は難しいというふうに考えております。 

  次に、４つ目の文化会館「まほろばホール」についてお答えさせていただきます。 

  平成３年６月にオープンしたときには、定期的なメンテナンス計画が示されており、老朽

化防止のための予防保全として設備ごとの耐用年数を定め、計画的にメンテナンスを行って

いた時期がございます。しかし、途中から定期的なメンテナンスが行われず、大ホールの反

響板など更新時期に修繕した設備も幾つかございますが、大半は故障、劣化の都度、必要に

応じて最小限の修繕を行っている状況となっております。 

  今後のまほろばホールについてですが、全体的な設備が更新年数を超過しているため、経

年劣化が一層進んでいる状況です。令和７年３月の消防設備点検において非常用発電機の故

障が発覚し、消防署から指導を受けているところでございます。非常用発電機の更新につき

ましては、財源確保が必要であり、早急な対応が難しい状況となっております。しかし、消

防署との協議は現在進行中でございますが、利用者の安全面を考慮し、早急に協議を重ね、

方針を示す必要があると考えております。 

  以上でございます。 
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○総務部長（小野雄一郎） 議長。 

○議長（疋田俊文） 小野総務部長。 

○総務部長（小野雄一郎） それでは、私から、３点目にご質問いただいておりますインフォ

メーションの活用についてというご質問についてお答えいたします。 

  庁舎１階に設置しております公告入りの周辺地図案内板、こちらにつきましては、民間の

業者と協定を結び設置しておるものでございまして、デジタルサイネージというインフォメ

ーション機能を有するものとなってございます。設置に当たりましては、河合町行政財産使

用料条例に基づき、電気代を含む使用料を町に納付していただいております。このことによ

り、財源が確保できるだけでなく、無償で来庁された方に対して各種お知らせや周辺の地図

などの案内等ができるというものになっておるところでございます。 

  この協定書に基づきまして、町がこのインフォメーションに情報として表示できる内容に

関しましては、一部制限がかかりますが、町の広報紙に掲載している内容も含めまして、各

課から依頼のあった案内等を表示しておるところでございます。例えば、ごみの分別方法の

変更であるとか町の各種イベントなど町からの案内、また、法務局や警察からの生活に関す

る啓発などがございます。今後の活用につきましても、各課と連携いたしまして、来庁され

る町民の皆様に便利で役に立つ有益な情報を掲載したいと考えておるところでございます。 

  以上です。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場千惠子議員。 

○１０番（馬場千惠子） まず、１番目のごみ収集のステーションについての改善について再

質問したいと思います。 

  ごみの量の変更ということで、今現在、燃えるごみ、可燃ごみについては、ステーション

的に河合町内で632か所あるということですね。ここは普通に収集車が通って行ける広さに

なっています。 

  ただ、気になるのが、大型ごみの収集についてはやっぱり広い道路幅のあるところで収集

してもらいたいということで、ちょっと危険かなということで、月に１回というふうな提案

をさせてもらっているんですけれども、ごみの問題って、生活していく上で欠かせないとい

うか、切っても切れない課題の一つだと思います。そういう意味では、常に生活していく中

で直接住民との関わりも深く、この負担が年を重ねるごとにそこまで持っていくのが体力的

にも筋力的にも大変ということで提案させてもらったところですけれども、集めるのに時間
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がかかるということですが、燃えるごみを集めているその時間帯とあまりさほどステーショ

ンの数からいうと変わらないように思います。また、燃やさないごみについては、燃えるご

みのステーションの４分の１ぐらいしかないということで、ますます遠いところまで持って

行かなければならない、それがすごく負担になっているということで、皆さんからの声も届

いています。そういう意味でも、年を重ねてもこの町で、河合町で暮らしていきたいという

ことで、ステーションの改善というのを提案させてもらっています。 

  本当に、かなり燃やさないごみのステーションまで遠いというのがあります。特に燃やさ

ないごみについては、回ってくる順番もあるんですけれども、袋に入る大きさの物しか駄目

というか、大型ごみ以外では袋に入る範囲での出し方をしているので、今までとさほどステ

ーションに置かれる量は、かさ的には変わらないと思います。時間がかかると言われますけ

れども、今まで河合町の人口がすごく多かったとき、２万を超えているときの収集には、や

っぱりお昼近くまで、お昼過ぎまで収集に時間がかかっていたという記憶もあります。そう

いう意味でいきますと、今はかなり早く収集が終わっているかなというふうに思います。そ

ういう意味でも、改善はまだまだやっていけるのではないかと思います。 

  私が一番言いたいのは、先ほども言いましたけれども、年を重ねると、この問題、かなり

持って行くのも、持って行く距離も重さも負担になっていくというのが現状ですので、それ

を軽減させてもらいたいというふうに思います。そういう意味でも、このステーションの変

更、真剣に考えていかなければならない時期ではないでしょうか。 

  それと、まごころ収集ですけれども、ほかの市町村でも河合町の制度はいいなというふう

に評価されています。ただ、介護保険を取得していないと出せないとかそういう一定の決ま

りというか、があって、そういうもうちょっと幅を広げてもらって、例えば、介護保険を取

得するまでもなく、ちょっと体が不自由だとか、そこまで持って行くのが困難だという方に

ついても検討していけるような、そういうようなシステムにしてもらうというのはどうでし

ょうか。 

○生活環境部長（佐藤桂三） はい。 

○議長（疋田俊文） 佐藤生活部長。 

○生活環境部長（佐藤桂三） ご質問ありがとうございます。そうしたら、ちょっと順次お答

えさせていただきます。 

  まず、不燃ごみ、缶、瓶、ペットボトルを可燃ごみステーションにした場合ですけれども、

収集箇所がやはり3.5倍、先ほど申しましたように178か所から632か所となるため、収集運
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搬時間の延長、また、やっぱり収集運搬時間の延長による清掃工場における中間処理の翌日

に持ち越すことも予測されます。これにより、翌日の作業の遅れなどの課題もあります。地

域においても、不燃ごみのステーションの増加による、また、ごみ当番の増加にもつながる

ことになります。 

  また、粗大ごみを月１回の収集というご提案もいただいておりますが、現状の粗大ごみの

量の場合、月１回となると、通常の４倍の粗大ごみの量が一度に清掃工場に持ち込まれるこ

ととなり、ストックヤードの容量不足が見込まれることから、やはり困難であると考えてお

ります。 

  続きまして、まごころ収集の拡大についてなんですけれども、基本的に今現在、ステーシ

ョンの方式でごみ収集をさせていただいている中で、いろんなご意見、私も聞かせていただ

いております。そんな中で、例えば、そのステーションの中で地域間のコミュニティーが芽

生えているということも実際、事実、お話を聞かせてもらっていますし、例えば、今、不燃

ごみの箇所は確かに遠方に当たるという部分もありますけれども、その部分においても、例

えば、私もこれ実際見かけた光景なんですけれども、近所の方が高齢者の方が持って行くと

ころに寄り添ってお手伝いされているという光景も実際に見かけたことはあります。 

  制度的にやはりまごころ収集を利用されるというのは、これは本当に必要なことだと思い

ます。ただ、やはり地域間のコミュニティー、私はその共助という部分の中をやっぱり重要

じゃないかなという具合に考えております。 

  以上です。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場千惠子議員。 

○１０番（馬場千惠子） 可燃ごみのところに大型ごみ以外のものが集中するということで、

中間処理場のところの量が増えるようなことを言われたと思うんですけれども、実際には置

く場所が変わっているだけで量的には変わらないと思います。 

  高齢者の方に支援するという意味でも、近所の方が手助けしている、それは美しい光景と

いえば美しい光景かもしれませんけれども、してもらう方、いつもありがとうございますと

いう感じになるじゃないですか。そういう関係でいいのかなというふうにも思うんですけれ

ども、気を遣いながらしてもらっているというんじゃなくて、やっぱりちゃんとした体制の

下でそれは進めていかなければならないかなというふうに思います。 

  ただ、河合町も高齢化が進んでいるということで、それは認識していただいているかと思
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うんですけれども、そういう人たちの高齢化が進む中でのごみ出しの負担をどうするかとい

うことについてどのようにお考えでしょうか。 

○生活環境部長（佐藤桂三） はい。 

○議長（疋田俊文） 佐藤生活部長。 

○生活環境部長（佐藤桂三） ちょっと先ほども申しましたように、やはりまごころ収集の対

象になる方は利用していただくべきかなという具合には考えております。それと、私のちょ

っと古巣になりますけれども、例えば、社会福祉協議会のほうでちょい助というような部分

のまごころ収集につなぐまでの期間とかというような部分の中で、ボランティア、有償ボラ

ンティアですけれども、そういった部分の中でもごみ出しのご協力というような部分の制度

もございます。 

  それから、そこら辺の部分の中で、今現在できている共助という部分をその戸別収集やそ

のステーションの変更を見直すというのは、私は現段階では時期尚早だという具合に考えて

おります。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 社協がしておられるちょい助ですけれども、私は悪い制度だとは思

っていません。しかし、有償であるというのと、ごみ袋そのものに既にお金をかけて買って

いるのに何重にも払わないといけないというような負担増にもつながっていくというふうに

思います。 

  もともとごみ袋の無償化も含めて私も言ってきたところですけれども、ごみ袋が無料でと

いう自治体もあるし、戸別収集もしている自治体もあります。それは本当に負担をなくすと

いうことと、税金を払っているのにまた二重に払うという、三重にも払うという形になると

いうところにちょっと抵抗があるところですけれども、共助もいいんですけれども、公助の

ところで、河合町として高齢化が進む中での支援はどんなふうに思われますかという質問を

したかと思うんですけれども。 

○生活環境部長（佐藤桂三） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 佐藤生活部長。 

○生活環境部長（佐藤桂三） ちょっと同じ回答になるか分からないんですけれども、今既に

あるまごころ収集について、担当課である福祉部局とも当然、これから協議は必要であるか

なという具合には考えていますけれども、現時点では、やっぱり今ある制度で対応できるの
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ではないかなという具合に考えております。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） ありがとうございます。 

  それでは、町長にもちょっとお聞きしたいんですけれども、この高齢化が進む中でのごみ

出しの負担、高齢者が安心して住み続けられる、お隣の方の善意に甘えなくても、ちゃんと

した形で、戸別収集が一番いいとは思うんですけれども、河合町としてその対応ですね、軽

減させるための対応というのはどのようにお考えでしょうか。 

○町長（森川喜之） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 馬場議員のご質問にお答えします。 

  今後のごみ収集については、やはり高齢化に向けての取組は必ず必要だと思います。また、

この戸別収集については、やはり様々な負担増がかかってくることもございますので、この

10月から広域事業が始まります。広域のごみ処理の時点でも、やはり今、収集されているご

みを安堵町まで持って行く、その作業の時間も今のところちょっと読めないところも多いで

す。また、そういう戸別で収集をしようとすれば、やはり河合町で中継基地を造らなあかん

かも分からないと。積替えをしなければ、そのごみの今まほろばのほうに持って行く、中継

地のほうに持って行くような作業は、すごい高負担にかかってくる場合もございます。 

  様々な面も今後検討させていただいて、すぐにはこの戸別に収集するということはなかな

か今の河合町の財政、またその収集方法によって様々な検討をしなければいけないと思うの

で、すぐに結論を出して戸別収集に切り替えるということは、今の現時点では考えられない

というのを返答はさせていただきますけれども、やはり検討課題として今後また検討を重ね

ながら、実現に向けてもできればいいなと思います。今後とも全く考えずにというのではな

しに、考えて様々な面から取り組んでいけたらなと思います。今、まごころ収集も年々増え

てもいっておりますので、まずは今後の広域ごみ処理と併せながら考えてまいりたいと思う

ので、よろしくお願いいたします。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） ありがとうございます。 

  ますます河合町も高齢化が進む中で、ごみの問題って切っても切れない課題になっていま
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す。引き続き、高齢者も、高齢の方も含めて、河合町で住み続けるためのその対策及びその

手だてを考えてもらいたいなというふうに思います。よろしくお願いします。 

  ２番目の義務教育における子育て支援ということで、私がここで言いたいのは、義務教育

は無償であるというふうに言われていますけれども、実際のところ無償にはならず、教科書

が無償であるわけですけれども、あと制服代とか修学旅行費、給食費、また、いろんな教材、

かばん、そういったことで教育に関わる費用がとても多くなっています。 

  ちなみに、どれぐらいの費用がのしかかっているのかということで、ほかの市のところで

ちょっと調べてみたんですけれども、例えば、制服代、通学かばん、体操服、修学旅行費、

そういった大きな費用以外にかかる費用、副教材とか実習着、行事、そういった費用が年間

どれぐらいかかるのかというのをちょっとほかの市町村ですけれども、見てみました。 

  そうしたら、Ａ市では、１年生で３万400円、２年生で２万3,900円、３年生で２万8,900

円になっています。Ｂ市のところで、１年生は２万1,652円ということです。これはＰＴＡ

の会費とか食費も含めます。Ｃの市では、いわゆる副教材のみで１万4,305円ということで

負担があるわけですけれども、こういった負担について、目に見えているんですけれども、

年間、学校に上がるとまず制服代で多額なお金が、大きなお金が要るということで大変なん

ですけれども、その制服代については、制服代を無料にという質問ではないんですね。入学

における負担を軽減できないかということで質問させてもらっています。この制服について

も平均５万円というふうに言われていますけれども、河合町でも来年から新しい制服に中学

校のところでなるということですけれども、それについても５万円近い費用がかかってくる

というふうに思われます。 

  この副教材なんですけれども、いわゆる隠れ教育費というふうに言われているんですけれ

ども、本当に細々とした副教材で、絵具代とか裁縫道具とか実習費とかいろんな費用がかか

ってきます。そういったものが、義務教育と言われながらもかかってきているというところ

で、安心して子育てができる、そのような環境づくりも進めてもらいたいという意味でお願

いしているところですけれども、町長はどんなふうに思われますでしょうか。 

  すみません。もうちょっと言い換えますけれども、義務教育と言われながらも、制服代と

かそういった給食費とか、それから修学旅行費とか、そういったもの以外にいろんな細々と

した副教材も含めてお金がかかっている中での負担について軽減してもらいたいということ

で、子育てしやすい環境をつくってもらいたいということでお願いしていますが、それにつ

いてはどうでしょうか。 
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○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。少し細かい学用品費等々のご質問

もございましたので、私のほうからお答えさせていただきます。 

  まず、新しい制服に変わります。そこで、冬服につきましては大体４万円から４万5,000

円のスラックスであったりスカートということで選ぶ形にはなるんですけれども、必要とな

ります。また、夏服につきましても１万6,800円というところで統一的な金額になります。 

  体育館シューズとかいろんなもろもろというところでお話いただきました。入学時につき

ましては約９万円、河合町では中学生でかかるというふうな状況でございます。あと、学用

品費につきましては、確かに学年によって異なるというところにはなるんですけれども、大

体平均して１年間を通して３万円ぐらいは必要になるかなというふうに考えております。 

  こういった部分、年度初めには高額な費用がかかることで、今、物価高、家計に影響する

中で非常に負担というふうなところはこちらも感じてはいるところではございます。今ご質

問いただいたように、継続的な財源の確保がこちら必要となってきますので、こういった負

担軽減という部分につきましてはしっかりと慎重に考えていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） ありがとうございます。 

  町長も選挙のときの公約で子育て支援というのを大きく掲げられていました。そういう意

味でも、本当に入学時に９万円って多額の金額になるんですけれども、それを少しでも軽減

させてほしいということでお願いしています。 

  今、国のほうも物価高騰対応重点支援地方創生等の事業費ということで出されていますけ

れども、国がそういう手だてを毎年、毎回出していくということは、それだけ住民の人に負

担がかかっている、高物価が重くのしかかっているということにつながっていっていると思

います。そういう意味で、安心して子育てができるようなそういった環境づくり、河合町で

もぜひ進めてもらいたいと思います。それに対するお金、本当に必要になってきますけれど

も、それは必要経費だというふうに受け止めてください。子育てするには必要経費です。 

  あと、制服の無償化も全国で進んできていますけれども、もうご存じかと思いますけれど

も、香芝市の市長が制服が家庭を圧迫しているということで、中学入学時の制服の無償化を
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公約として選挙出られました。当選されたということで、９月の議会で約4,400万円の事業

費計上しているわけですけれども、これ可決されて、来年４月から中学校で４万円、小学校

で２万円の補助を出すということで進められています。これ私、本当に公約で出してもらっ

て負担が少なくなっているということで、皆さんありがたく思われているし、助かっておら

れる方たくさんおられると思いますけれども、やはり公約というふうに掲げられたら、ちゃ

んと予算を計上して実行していく、安定的なお金というか経費として進めていくということ

で必要かなということをここでも学びました。 

  あと、給食の無償化ですけれども、河合町もいろいろと努力していただいています。町長

も公約の中で給食の無償化ということも上げられていた、うたわれていたかと思いますけれ

ども、それも、先ほど言いましたけれども、物価高騰対応重点課題、重点支援の中のその交

付金で今はある程度部分的に、基幹的な、部分的な形で進められているというふうなイメー

ジがあります。そういうんじゃなくて、やっぱり公約というからには、予算の中できっちり

した安定的なお金として確保して進めるべきだと思いますけれども、いかがお考えでしょう

か。 

○町長（森川喜之） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 馬場議員の質問にお答えします。 

  確かに私は、公約の中で給食費の無償化、本当にできることなら無償化にしていきたいと。

やはり今のこの河合町の財政、本当に逼迫している中でございます。まず、いろんな事業を

やろうとするときに、まず事業のこの費用をいかに捻出するか、また、今、私も町長になら

していただいてから、まず学校の今ある姿、雨漏りをしている学校をそのままで何年もやっ

てこられました。外壁もそうです。また、トイレの修理もそうです。様々なところをしっか

りとてこ入れをして、予算を各部各課が捻出をしていただいて、今、修理にかかっていると

ころでもございます。 

  全てに対応できるような、今、河合町には予算はございません。やはり一歩ずつではござ

いますけれども、子供に対しての環境づくりということで今やらせていただいています。議

員お述べの制服、またいろんな費用を捻出はしていきたいと私自身も思います。議員がお述

べのように、子供さん、またご父兄に負担のかからないようにやっていきたいとは思ってお

りますけれども、今、いろんなこの財政の緊迫した中で全てに対応することはまずできない

と思います。やはりできることからやらせていただいて、一つずつではございますけれども、
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子供さんの教育環境を整える、また、保護者の方にあまり負担のかからないように考えて取

り組んでまいります。 

  やはりまた財政の見直しをしながら、今、ご質問のようにしっかり子育てができる環境づ

くりを目指して頑張ってまいりたいと思います。まずは財政をこの河合町の中で取り組める

ように、各課一丸となって、今、財政の立て直しに翻弄しているところでございますので、

まず、できましたら、今の河合町の財政、先生方も、皆さん、今の河合町の財政の方向性も

だんだんちょっとずつではございますけれども、立て直しているところでございますので、

いましばらくご尽力をして、またご理解していただけたらなと思います。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 私は、このいましばらくがいつまでかというのがよく分からないん

ですけれども、この給食費とか子育て支援とかについては、町長も公約の中で述べられたと

いうことをしっかり認識していただいて、それの実現のために一定の努力を図っていただき

たいというふうに思います。それと、その給食費については本当に全国的にも進んでいます。

６月に骨太の方針というのが出されているんですけれども、無償化が明記されています。

2026年４月から小学校の給食が無償化される見通しということですけれども、それに乗りか

かるみたいな形でというかじゃなくて、やっぱり町長の公約として実現してもらうというこ

とで期待しているところです。 

  次に、インフォメーションについて再質問ですけれども、このインフォメーションにつき

ましては、先ほど小野部長が言われたように、本当に活用してもらったらいいというか、う

まく活用したらいいなというふうに思うわけですけれども、特に住民にとって役立つ情報を

流してもらいたいということで進めてもらいたいと思います。 

  いろいろ例えばこんなこととかって例を挙げてもらいましたけれども、防犯電話とかの購

入の補助が出ますよとか、クールスポットはここですよとか、何か住民の健康とか利益につ

ながるような生活に密着した情報を出してもらいたいなと思います。議会の定例会というか、

いつから始まりますよとかも入れてもらえたらいいかなというのと、何とか月間ですみたい

な紹介とか入れてもらえたらいいかなというふうに思いますので、引き続きよろしくお願い

したいと思います。 

  続いて、まほろばホールについて質問したいと思います。 

  私は、このまほろばホールについて、私の選挙のときの公約でもありますけれども、まほ
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ろばホールの存続のために頑張りますみたいな公約やったかなと自分で思うんですけれども、

このまほろばホールの一般質問の通告書にも書かれていますけれども、最初にまほろばホー

ルができたときの状況を思い出してもらいたいというふうに思います。本当にいい会館やな

ということで皆さん絶賛されているかと思います。 

  ところが、今回何が問題になったかといいますと、非常用の発電機が故障したというか、

取替えが必要ということで言われているんですけれども、ただ、そのことも含めまして、町

長がまほろばホールそのものをどうしていきたいのかということも併せてお聞きしたいと思

います。 

  ちょっとその前に１つ確認だけしておきたいんですけれども、令和７年に河合町の都市計

画のマスタープランというのが出されたと思う、素案ですけれども、その中で、パブリック

コメントの中でまほろばホールについての意見が３点ほど寄せられています。その一つは、

拠点エリア内の文化地域防災エリアの中に町立文化会館、まほろばホールについて挿入して

ほしいというご意見の中で、都市計画マスタープランを河合町総合計画に即して作成してい

る関係から、文化地域防災エリアの文中に文化会館についての記載はできかねますという返

事でした。 

  これについては、私はまほろばホールは文化の拠点であるということで認識しているんで

すけれども、町長はどのようにお考えでしょうか。 

○町長（森川喜之） はい。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 議員お述べのように、私自身は、議員が今お述べになったように、やは

り文化の拠点であってほしいなと思っております。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） それと併せて避難所でもあるので、そういうことも併せて、やっぱ

りこのプランの中にそういうことも明記するべきではないかというふうに私は思います。 

  そのご意見の２番目ですけれども、まほろばホールは町の文化会館であり、文化の拠点で

あることが抜けていると思う。町立公民館はあくまでそれを補完する場所であることを明記

すべきであるというふうにご意見がありました。これについては、町立の図書館やまほろば

ホールなどの文化振興施設という表現に修正しますというふうに書かれています。返事はそ

ういうふうに書かれています。 
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  これについてですけれども、具体的に文化振興施設というふうに表現が修正しますという

ことなんですけれども、どういうふうな活用の仕方をされる予定でしょうか。 

○町長（森川喜之） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） ちょっと意味が分からなかったんですけれども、もう一度お願いします。 

○１０番（馬場千惠子） 質問時間に入りますか。２回言っても。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 文化振興施設という表現に変えますということです。これは拠点で

あるというふうに入れてほしいというのを文化振興施設というふうに変えているわけですね。

それの意味を聞かせてもらいたいなと思っているだけです。マスタープランの中にそういう

ふうに書かれていた。素案の中で。これからまた積み上げていかれると思いますけれども。 

○議長（疋田俊文） ちょっと暫時休憩。 

 

休憩 午後 １時４５分 

 

再開 午後 １時４６分 

 

○議長（疋田俊文） 再開します。 

○都市計画課長（杦本幸史） 都市計画マスタープランのことでございますので、私のほうか

ら答弁のほうをさせていただきます。 

  まず、議員お述べのパブリックコメントの意見につきましては、まだパブリックコメント

の答弁として公表しているものではございません。そして、まだ都市計画マスタープラン自

体が案でございますので、実際、パブリックコメントとして町の方針を示すだけのものでご

ざいます。 

  以上です。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 文化の振興施設としてというのは町の方針としても、町立図書館と

かまほろばホールが文化振興の施設としてという位置づけは変わらないですか。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） はい、議長。 
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○議長（疋田俊文） 中島まちづくり部長。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） 今、マスタープランのほうの表記に対して、パブリック

コメントに対しての担当課の回答案というところで示させていただいているんですけれども、

まほろばホールなどの公共施設という表現から、などの文化振興施設というところで改めさ

せていただいておるんですけれども、マスタープランについては当然さきにご承認いただい

た河合町の総合計画に即して作成しておりますので、今回、パブリックコメントでまほろば

ホールが文化拠点であるというような位置づけのご意見というのは頂戴しているものの、や

はりその答えに対して、このマスタープランはまずは総合計画に即するという必要がありま

すので、その辺については書き方として文化振興施設というところで合わせた表現にさせて

もらっているというご理解をいただきたいと思います。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） この文化振興施設という中身なんですけれども、やはり地域の振興

施設ということで、文化などを活発化させて交流人口を増やして住民の生活を豊かにするこ

とを目的とした施設というふうに位置づけられています。河合町の図書館及びまほろばホー

ルも、この立場でこの中身での施設だというふうに思っているんですけれども、私と同じよ

うな認識でしょうか。教育委員会とか町長とか、どなたでも結構です。認識が一致していな

かったら前に進まない。 

○教育振興部長（中尾勝人） はい。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  認識につきましては、馬場議員おっしゃっていただいているとおりということで、教育委

員会も同じ認識しております。 

  以上でございます。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） ということで、文化会館の位置づけもちょっと同じ認識で、町長も

同じということでよろしいでしょうかね、確認しなくても。 

  次の３つ目のコメントもありました。３つ目は、奈良県でも唯一の音楽ホールのまほろば

ホールを潰して売るといううわさが出るようになった。演奏家が絶賛されるほどのホールを
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閉鎖したり休館したりすることは看過できない。目先のお金を得ることよりも大切な町の宝

を保持して住民と共に活用するようにしてほしいというふうなご意見があったわけですけれ

ども、それの回答のところで、現時点において、まほろばホールの休館、閉館、売却などの

決定はしていないということです。 

  これ、すごい曖昧な表現なんですけれども、私なりの解釈をしますけれども、確かに決定

はしていません。まだ案の段階でいろいろこれから練っていくところもあるんですけれども、

現時点でというところで、ゆくゆくは将来的にはそういうこともあり得るというふうに理解

してよろしいんですか。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  現時点のお話となりますけれども、今、非常用発電機のほうがこの３月に止まってしまっ

たというところからいろんな協議を進めているところでございます。実際、まだ消防署とど

ういうお話、どういう進め方という部分は今、協議中ではございます。最終的にはどのよう

な形になるかというところも含めてお示しはする必要があるかと思っています。町長も以前

からずっと言われています。ここのまほろばホールの施設につきましては、非常に河合町の

シンボルでありながら存続させたいという思いもあると聞いております。しかし、現場の教

育委員会といたしましては、そういった部分も含めて、ただ、今の実情も含めてしっかりと

協議を重ねながら方向性を定めていく、またお示ししていくというところで、非常に議論を

重ねているというご理解をよろしくお願いします。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 私がそのように感じたという点では、町長はどんなふうにお考えで

しょうか。 

○町長（森川喜之） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 馬場議員のご質問にお答えをします。 

  私自身は、このまほろばホール、本当に河合町にとっては大変貴重なホールだと考えてお

ります。この奈良県には、本当に音楽施設としては奈良県で１つしかない施設だとも思って

おります。町のシンボルになっていますので、継続するには今後どういうふうにすればいい

のかということで、去年の８月に運営協議会を立ち上げて協議を重ね、設備の状況の視察や、
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また稼働率の上昇につながって、様々なご意見をいただいたり、また活動をしていただいて

いるところでもございます。 

  私としては、まほろばホールを存続したいという思いは今も変わっておりません。しかし、

現状におきまして、消防署から非常用発電機が故障し、使用できない状況である、また、現

在、消防署との協議を重ねて、この今の現状のままでまほろばホールは運営できるかどうか

の議論を今、消防署と重ねているところでございます。 

  まだ結果は出ておりませんが、しっかりとまたこのまほろばホールを存続できるようには

考えていきたいと思うんですけれども、やはり築も30年以上たって、各設備が古くなって、

オーバーホールが必要なことも事実ございます。しっかりとこの今年でも２台クーラーを入

替えをしたりして、またいろんな設備が古くなってきておるんで、しっかりとそれらも整備

をしていかなければならない。この非常用発電機だけではないと考えておりますので、しっ

かりとその辺を見て計画を立てていきたいとも考えております。 

  あとは、消防署がもうすぐにでもこれは使用停止だとなれば、これもまた考えていかなけ

ればいけないというように考えております。消防法を無視してオープンして開いていくとい

うのは大変厳しい状況にもなると思いますので、今後の消防署との協議を前提に今考えてい

かなければいけないと思っております。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） この消防署との話では、そのまま使っていいというふうには絶対な

らないじゃないですか。これは新たに新しい発電機を買うか、閉めるかの選択が迫られてい

るというふうに私は理解しているんですけれども、どうでしょうか。 

○町長（森川喜之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 議員のお述べのように、この発電機だけで交換したら使えると議員はお

っしゃっておりますけれども、本当にそうなのかどうか徹底して調べなければいけないとい

うのが今の現状でございます。やはり30年以上の古きにわたって、各空調にしろ、また様々

な面が傷んできております。それらをしっかりと調査して対応しなければいけないと考えて

おります。ここだけ修理して、また次に出てきた場合、これらはまた休館をして止めていか

なければならないというような現状にもなりかねないので、しっかり対応して調査をしてい

かなければいけないと考えております。 
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○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員、あと３分でよろしくお願いします。 

  馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） この非常用の発電機に端を発して、まほろばホールを一時期、休館

にするとかしないとかという話も出る中で、いろんな皆さん不安に思っておられる方がある

かと思います。 

  この発電機なんですけれども、点検を定期的にしていなかったんですか。 

○生涯学習課長（吉川浩行） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 吉川課長。 

○生涯学習課長（吉川浩行） 点検に関しましては、電気従事者による点検は毎月行っており

ました。消防用設備につきましても年２回点検を行っていたという状況であります。 

  以上です。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） それが都合悪くなったというのは今年初めて分かったということで

すよね。 

○生涯学習課長（吉川浩行） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 吉川課長。 

○生涯学習課長（吉川浩行） 今言わさせてもらったように、毎年点検を行っていたところな

んですけれども、詳しくは令和６年の途中から、その非常用発電機のラジエーターが劣化が

どうしても激しく、そのほかの不具合もあって、水を足しながら作業を行って稼働できると

いう状況であったんですけれども、その水を足しながら作業を行ってももう稼働できないと

いう状況になって、消防からそういう不適合の報告を受けたという次第であります。 

  以上です。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 劣化が激しくなってから分かったというふうな話ではちょっと困る

んですけれども、この発電機を買うのに3,800万円かかるということなんですけれども、そ

れは確かですか。 

○生涯学習課長（吉川浩行） はい、議長。 
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○議長（疋田俊文） 吉川課長。 

○生涯学習課長（吉川浩行） 見積りを聴取して3,800万円程度かかるということで。 

○１０番（馬場千惠子） 図書館のところの空調の修繕のときも、最初、400万かかっている

けれども、実際には200万でいけたとかというようなこと聞いていますけれども、この3,800

万の根拠、本当に3,800万円必要なのかどうかということもお願いしたいと思います。 

○生涯学習課長（吉川浩行） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 吉川課長。 

○生涯学習課長（吉川浩行） 今、その非常用発電機というのがヤンマーという会社でありま

して、そのヤンマーという会社から見積りを聴取しているので、間違いないということであ

ります。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） この非常用発電機、いろんなところで設置されているわけですけれ

ども、設置している公共団体たくさんありますけれども、その中で実際にこの発電機の点検

とか操作訓練等が実施されているところは、未実施というところが意外と多くて、河合町で

はそのいろんな設置しているところの訓練とかもされているんですか。 

○教育振興部長（中尾勝人） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） お答えさせていただきます。 

  非常用発電機につきましては、消防法、また電気設備の法律であったりとかという形で、

年に何回という形で決まっております。ほかの施設、ほかの文化会館につきましても同等の

点検は必ずしているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員。 

○１０番（馬場千惠子） 私は、この非常用発電機を新たに付け替えて稼働して、今までどお

りに休館をしないようにしていただきたいというふうに思っているんですけれども、今、ま

ほろばホールを活かす会の皆さんは、文化を守り発展させたいということで、まほろばホー

ルを守りたいという思いで一生懸命いろんな取組がされています。また、その取組の行事に

参加されている皆さんも同じような思いだと思います。活動に参加について、活かす会の活
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動の皆さんのこういった活動についてどのようにお考えでしょうか。町長、お聞かせくださ

い。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 私のほうからお答えさせていただきます。 

  町長は就任されてから文化会館運営協議会というのを始めさせていただきました。今で４

回開催のほうをさせていただいております。その中でも、まほろばホールを活かす会の方々、

またこの大ホールをどのように稼働率を上げていくのかという議論もさせていただいた中で、

令和５年から令和６年までに５％を上昇していただいたという実績、これは本当にすごいこ

とだというふうに自分は認識しております。そういった意味も含めまして、活かす会の方々

のメンバーのご意見、また、その運営協議会の方々のご意見というのもしっかりと受け止め

ながら、こちらまほろばホールについてはしっかりと協議を重ねていきたいと考えておりま

す。 

  以上でございます。 

○１０番（馬場千惠子） はい。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員、１分ですので、よろしくお願いします。 

○１０番（馬場千惠子） 最後になりますけれども、町長は新たな事業を今進められようとし

ています。しかし、河合町の文化を守り、発展させるために当面に必要とされているこの

3,800万円のお金の工面ができないようでは、この新しい事業に対しても、住民の皆さんの

理解が得られるとは思えないんですけれども、いかがでしょうか。また、基金のほうも９億

9,900万円で10億近くある中で、その活用も考え……。 

○町長（森川喜之） 議長。 

○議長（疋田俊文） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 馬場議員のご質問にお答えします。 

  やはり今、この発電機だけを交換するのは、やはり今、議員おっしゃっているように、発

電機だけ交換してもいいのかも分からないと思います。けれども、それに附属している部分

もあります。それらを総合的に、今は発電機だけですけれども、これを調査することによっ

て、やっぱり30年経過した消防設備自体がどこまで修理をしなければならないか、これは正

直分かりません、今の現時点では。それらをしっかりと調査をする時間も必要ですし、今言

われているのは、消防署はすぐにでも閉めてくれと。ただ、今すぐに閉められないのは、や
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はり今、会館を使っていただいている方がおられます。また、予約も入っています。それま

での間をいかにできるのかどうか、今、消防署と検討をしながら、今入っている、使ってい

ただいている方の、また、この会館をもし閉めるとしたらどこかへ行ってもらわなければい

けない、どこかで活動してもらわなければいけない、またそういうのも踏まえながら、今、

検討している最中でございます。 

  設備については、これだけではないと。空調設備もそうですし、建物自体の雨漏りもそう

です。様々な面をやはり今、しっかりと見直す時期ではないのかなとも私は思っております。

この会館をもし閉めることがあっても、これをなくすとか潰すとか売るとかそんなことは一

切考えておりません、今はね。やはりしっかりとこの会館がどこまで修理をしなければなら

ないのか、しっかりこのまほろばホールを生かすためには、しっかりとリセットをすること

も大事だと私は思っております。そのためにしっかりとまた皆さん方のご議論をいただいて、

これからその全体の費用が出たときにこれをどうするかというのは、先生方にも、また住民

の皆さん方にもしっかりとお伝えをして、しっかりした議論をさせていただくように取り組

んでまいりたいと思います。 

  今は、取りあえず消防署の指導に基づいて、どうするかというのを早急に決めなければな

らないという段階でございます。 

○議長（疋田俊文） 馬場議員、もう。 

  これにて馬場千惠子議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 大 西 孝 幸 

○議長（疋田俊文） ４番目に、大西孝幸議員、登壇の上、質問願います。 

○９番（大西孝幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 大西孝幸議員。 

（９番 大西孝幸 登壇） 

○９番（大西孝幸） 議席番号９番、大西孝幸が通告書に基づき、一般質問いたします。 

  ２点質問します。 

  １点目、教育環境について。 

  前置きします。この事件については、河合町で起こった事件ではありません。そのように
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前置きしておきます。 

  それでは、あってはならない教員による盗撮事件が起こりました。報道によりますと、児

童たちが信頼していた先生による盗撮が行われ、教員による盗撮グループで競い合っていた

との報道がされていました。報道内容からすると、教員による盗撮グループということは、

他校でも教員による盗撮行為が行われていた可能性があります。 

  質問①、このことを踏まえ、どのような見解を持っていますか。また、どのように対応さ

れていますか。 

  質問②、不登校の児童や生徒への教育環境はどのように対応されていますか。 

  大きく、質問２、６月議会で質問しました経過について。 

  大和川の第一樋門から第二樋門の不毛田川及び水路の雑草や木々の除去について質問させ

てもらいました。そのときの回答では、県、高田土木に要請しますとの回答でしたが、その

後の経過はどのようになっていますか。 

  以上、再質問は自席にて行います。よろしくお願いします。 

○教育振興部長（中尾勝人） 議長。 

○議長（疋田俊文） 中尾教育部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 私のほうから、１つ目、教育環境についてお答えさせていただ

きます。 

  教師が児童生徒等を盗撮し、画像などをＳＮＳ上の教師間のグループで共有し逮捕された

ことについて、こうしたことにより教師への信頼が損なわれるような状況が生じていること

は極めて遺憾であり、教師の立場を悪用して児童生徒性暴力等を行うことは、児童生徒等の

尊厳と利権を著しく侵害し、生涯にわたって心身に対する重大な影響を与えるだけでなく、

教師が行う教育活動に対する児童生徒等や保護者からの信頼を著しく低下させ、安心した学

校生活を脅かしかねません。児童生徒等の成長を真に願いながら、日々真摯に子供たちに向

き合っている大多数の教師や、ひいては学校教育全体の信用が毀損されることになり、断じ

て許されるものではないと考えております。 

  今後の対応につきましては、文部科学省からも全国の教育委員会に服務規律徹底について

通知が来ており、校長会等で服務規律について周知徹底するように共有しているところでご

ざいます。その中には、被害を未然に防止する観点から、教師と児童生徒等が第三者の目が

行き届きにくい環境となる場合をできる限り減らしていくことが重要であり、執務環境の見

直し等による密室状態の回避や組織的な教育指導体制の構築などの措置をお願いしていると
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ころでございます。また、校内にカメラ等が設置されていないか確認するよう指示もしてい

ます。 

  不登校の児童や生徒への教育環境について、不登校の状況につきましては、令和４年度は

33人、令和５年度は35人、令和６年度は28人と学校から報告を受けております。その内容に

つきましては、親子関係をめぐる問題や不安など情緒的混乱が一番多く、続いて、友人関係

や学業不振が考えられますが、特に理由や原因がないという場合も少なくはない状況です。

原因といたしましては、友人関係、学業不振、いじめ被害、教職員への反抗、反発、体調不

良、不安、憂鬱、起きられない、眠れないといった心身不調の生活リズムの不調や、家庭環

境、家族の問題など様々な要因があります。 

  学校での不登校の居場所づくりについては、各校保健室や会議室等で居場所を設け、子供

の話をゆっくりと聞き、子供の心にある負担を取り除いてあげるカウンセリングマインドを

大切に、子供に寄り添う指導をお願いしているところでございます。 

  以上でございます。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 中島まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） 私より、２つ目の質問した経過についてに関しましてお

答えいたします。 

  ６月議会の一般質問におきましてご指摘いただきました不毛田川の管理について、まず、

不毛田川を含む町内３つの河川を対象といたしまして、堤体に繁茂している雑木等の現状調

査を行い、８月中旬に管理者であります奈良県、高田土木事務所に伐採の実施に関する要望

書を提出したところでございます。 

  今後も計画的に河川の健全な保全に努めていただくよう、引き続き協議を重ねてまいりた

いと考えております。 

  以上となります。 

○９番（大西孝幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 大西議員。 

○９番（大西孝幸） それでは、その盗撮の件について再質問します。 

  回答の中に、文部科学省からの全国の教育委員会に服務規律徹底について通知がして、そ

れを共有しているという回答がありました。要は、なぜこれが起こったかというのは、要は

その盗撮できる機器、要はスマートフォンやカメラが教室に持ち込まれておったので、こう
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いう事件が起きたのかなと推察されます。ということは、要は授業中にスマートフォンやカ

メラ、持ち込むことを許さない。要は、授業中はどこか保管、職員室なりで保管しておくべ

きものかなとは思うんですけれども、その辺はどのように考えられますか。 

○教育総務課長（川村大輔） 議長。 

○議長（疋田俊文） 川村教育総務課長。 

○教育総務課長（川村大輔） お答えさせていただきます。 

  議員お述べのとおり、そういったこと、学校の中でも協議はさせていただいておりまして、

そういったことを踏まえて校長会等で協議を重ねて、対策を検討していきたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○９番（大西孝幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 大西議員。 

○９番（大西孝幸） ありがとうございます。 

  この事件が起こって、被害者の子供、あるいは家族、どれだけ心に傷が残ったか。これは

本当に許されないことだと思います。要は、このグループで教員が競い合う、競い合ってい

た。もうとんでもないことです。それは許せません。もう徹底してください。要は、そうい

う事件が起こらないように。こういうことで不登校になる要因の一つにもなりますので、そ

の辺はよろしくお願いします。 

  続いて、不登校の問題について質問します。 

  回答では、学校の保健室とかで居場所はつくってありますということになっています。当

然、居場所は必ず必要です。不登校になった子供たちの心の中を考えると、やっぱり相当い

ろんな状況で不登校になっていると思うので。 

  あと、要は、居場所はそれでいいと思いますけれども、教育、要は勉強する、要はそうい

う施設といいますか、環境は必要だと思うんです。私、聞いているところでは、中学生の子

ですけれども、町外の施設に行って、そこで不登校の子が勉強しているようなそんな状況が、

今聞いているところではそういう状況に行っている子もいてますので、なぜ町内で学習、不

登校で学校には行きたくないけれども、勉強したいという、そういう子供の気もちをなぜ町

内で充実できないのかと、そういうふうに考えるんですけれども、その辺どういう認識を持

たれていますか。 

○教育総務課長（川村大輔） はい、議長。 
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○議長（疋田俊文） 川村教育課長。 

○教育総務課長（川村大輔） 議員お述べのとおり、学習保障というのは大切なことだと教育

委員会でも考えております。今の体制ですと、各小中学校にオンラインによる授業への参加

の体制を整えております。それと、また今後は校内にそういった学習の保障として適応指導

教室を設けて、学校の環境の中で学習して、現学級へ復帰するような体制を整えてまいりた

いと考えております。 

  以上です。 

○９番（大西孝幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 大西議員。 

○９番（大西孝幸） 今、オンラインでという話もありましたけれども、やっぱり顔と顔を突

き合わして、やっぱり勉強するだけじゃなくて、会話もその中でやっていくということも必

要だと思うので、オンラインでできるとしても、やっぱりそういう場も設けてあげるべきだ

と思うので、その辺もちょっと考慮して今後考えてください。よろしくお願いします。 

  次に、質問します。 

  高田土木のほうに、要は要望書を提出していますということで今、回答がありましたけれ

ども、要はその提出、要望書を高田土木は受けてどういう回答だったか、答弁お願いします。 

○議長（疋田俊文） 吉田建設課長。 

○建設課長（吉田和彦） お答えさせていただきます。 

  県の回答といたしましては、現在、確認を行った上で、日常の維持管理などで対応可能な

ものにつきましては、優先度を考慮して対応を進め、別途、発注が必要なものにつきまして

は、来年度の予算措置に向けて検討を進めるとの回答でありました。 

  以上となります。 

○９番（大西孝幸） はい、議長。 

○議長（疋田俊文） 大西議員。 

○９番（大西孝幸） ありがとうございます。 

  要は、予算執行残でできるのかどうかという部分もありますけれども、要はなぜこの質問

をもう一回したかというと、要はこれから県も予算案立てる時期に入っていきますので、要

はしっかりと予算を組んでほしいという要望をしてほしいがために今回も質問させてもらい

ました。 

  この第一樋門から第二樋門のこの施設、要は災害が軽減できるような要は施設を造ってい
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るわけで、要はその機能が発揮しなければ何の意味もないので、そこは８年度になるのか７

年度の予算執行残でできるのか分かりませんけれども、県のほうで要は対応をしっかりとし

ていただくように再度よろしくお願いします。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（疋田俊文） これにて大西孝幸議員の質問を終結いたします。 

  10分間、暫時休憩します。 

  次に、副議長と交代いたします。 

 

休憩 午後 ２時２４分 

 

再開 午後 ２時３４分 

 

○副議長（岡田康則） 再開します。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◇ 杦 本 貴 司 

○副議長（岡田康則） ５番目に、杦本貴司議員、登壇の上、質問願います。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本議員。 

（１番 杦本貴司 登壇） 

○１番（杦本貴司） こんにちは。 

  議席番号第１番、杦本貴司が、通告書に基づき一般質問をさせていただきます。 

  私からの質問は大きく３点ございます。 

  １つ目のテーマでございます。子育て世代が選び、住み続けたいと考える公園・まちづく

りについてお伺いいたします。 

  近年、河合町における子育て世代の移住定住は、町の活性化に直結する重大な課題となっ

ております。その中で子供たちが安心して遊べる公園や安全な遊び場の整備は、子育て世代

が住まいを選ぶ際の大きなポイントとなっております。 

  先日の子ども議会では、公園の草が伸びて遊びにくい、遊具が草に埋もれていてさびてい
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るといった子供たちからの貴重な声もいただいております。 

  そこでお伺いいたします。 

  町といたしまして、将来的なまちづくりにおける公園整備の現状と方向性についてご説明

をお願いいたします。 

  ２つ目のテーマでございます。学校施設の老朽化に伴う改修の進捗についてお伺いいたし

ます。 

  本町の小中学校の老朽化につきましては、河合第２中学校のトイレの洋式化をはじめ、で

きるところから施設の改修、改善を計画的に進めていただいていると承知しております。 

  そんな中、先日の子ども議会での子供たちからの意見を拝聴していますと、学校校舎の老

朽化に関する声が多く寄せられておりました。特に河合第２中学校の外壁の老朽化につきま

しては多くの質問があったと認識しております。 

  つきましては、河合第２中学校の外壁の劣化等の課題について、現在の進捗状況について

具体的に説明していただきたいと思います。 

  続きまして、３つ目のテーマでございます。 

  住み慣れたまちで最期まで安心して暮らせる地域づくりについてお伺いいたします。 

  団塊の世代が75歳以上となる2025年問題が目の前に迫っており、本町におきましても高齢

化率の上昇や独居・高齢者夫婦世帯の増加により、医療、介護、生活支援の需要が一層高ま

ることは避けられません。町としては、これまで医療、介護分野における連携強化など、地

域包括ケアシステムの構築に向けた取組を進めてこられたと承知しております。本町におけ

る取組の進捗状況について、具体的にご説明ください。 

  以上で、再質問は自席にて行います。ありがとうございました。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 中島まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） 私より、１つ目の子育て世代が選び、住み続けたいと考

える公園・まちづくりについてにお答えいたします。 

  公園における雑草の除草作業の大部分は、河合町シルバー人材センターに委託しており、

５月と６月に１回の草刈りを実施しております。シルバー人材センターでは、熱中症対策と

して、７月と８月の除草作業は控えていることから、２回目の除草作業は９月と10月に集中

して実施することとなっております。このことから草が繁茂しやすい７月から９月までの期

間で草が伸びた状態となり、そのような意見をいただくことにつながっていると考えます。 
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  ７月から９月までの期間で繁茂した雑草の除草作業は職員が対応しておりますが、作業が

追いつかずに、結果、遊びやすい状態に至っていないのが現状でございます。 

  また、遊具のさびや塗装の剥がれ、軽度の損傷につきましても職員で補修しているところ

ですが、中重度の損傷については、全面的な改修や更新に伴う予算の確保が難しいため、撤

去や使用停止といった対応となっております。 

  課題といたしましては、限られた予算と職員数で、効率的かつ効果的に維持管理を行う必

要があると考えております。まちづくりの方針といたしましては、利用者の少ない、または

利用されていない公園などについて、集約や再配置を実行し、利用者が見込める公園等への

集中した投資、そして除草や清掃などの簡易作業につきましては、町民の方々の参画を促進

する施策も重要であると考えております。 

  私より以上となります。 

○教育振興部長（中尾勝人） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 中尾教育振興部長。 

○教育振興部長（中尾勝人） 私のほうから、２つ目、学校施設の老朽化に伴う改修の進捗に

ついてお答えさせていただきます。 

  今年度、主権者教育の一環として、各小学校の６年生を対象に子ども議会を開催いたしま

した。 

  子ども議会の中で、河合第２中学校の外壁について、色が暗く古い感じがするので、明る

い色にしてほしいといった意見があったということで承知をしております。これまで外壁の

劣化、剥離の対応につきましては、２年前に部分補修として高所作業車や足場を組み、剥離

部分のはつりや下地処理作業、モルタル充塡を行い、剥離部分についての補修作業は完了し

ているところでございます。 

  今年度は第２中学校の屋上外壁の改修工事設計業務を発注しており、改修に向けて取り組

んでまいりたいと考えております。 

  以上でございます。 

○福祉部長（浦 達三） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 浦福祉部長。 

○福祉部長（浦 達三） 私のほうからは、３番、住み慣れたまちで最期まで安心して暮らせ

る地域づくりについて答弁させていただきます。 

  本町における生活支援、地域の支え合いに関する取組についてですが、町では高齢者が住
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み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けられるようにと、３年に一度、アン

ケート調査を実施し、必要なサービスを計画的に供給するための介護保険事業計画を立てて

おります。 

  地域包括ケアシステムで制度の要となる生活支援や地域支え合いの現在の状況ですが、以

前より生活支援体制整備事業として生活支援コーディネーターを中心とした支援体制の整備

に向けて、地域住民や関係団体、専門職などが参加する協議会を設置し、地域の課題や支援

体制について話合いを行っておりますが、担い手不足等の問題により、なかなか進んでいな

いのが状況です。 

  また、各地域にコーディネーターが訪問し、高齢になっても暮らしやすい、生活支援が受

けられる体制を整備すべく、住民主体の新たな活動や資源の創出の支援をしております。今

年度は１か所の地域の方から、高齢者の居場所づくりをしたいとの相談を受けており、居場

所づくりの支援をしております。 

  今後の生活支援地域支え合いの体制については、介護サービスにおける人材不足も予想さ

れる中、介護保険では解決できない日常生活における問題に対して地域の連携力を高め、住

民主体による活動の創出または支援を行いながら、減少傾向にある地域コミュニティーの再

生や、様々な地域のニーズに対応するために、各種関係機関との連携を図りながら進めてま

いりたいと考えております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） まず、１つ目のテーマであります子育て世代が選び、住み続けたいと考

える公園・まちづくりについてというところでお答えをいただいたのを受けまして、今年の

夏は特に真夏日がかなり続いておりまして、熱中症アラートですとか、子供たちが公園で遊

べないような場面も多々ございました。 

  公園整備は、子供たちの遊び場づくりにとどまらず、まちの魅力、そして子育て世代の移

住定住にもつながる重要な施策となっております。公園は、子供、保護者だけではなく、高

齢者、今ではペット連れの方々もたくさん出入りします皆さんの居場所、みんなの居場所と

なっております。そんな中で、今年のような本当に暑い真夏日が続く中、日陰の設備ですと

か、あとゆっくりちょっと休めるベンチの設備について、今の公園の実情、また今後の計画

についてお答えいただきたいと思います。お願いいたします。 
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○まちづくり推進部長（中島照仁） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 中島まちづくり推進部長。 

○まちづくり推進部長（中島照仁） 適切に維持管理されていない公園、緑地、広場などにつ

きましては、町の魅力を低下させる要因の１つになっておりまして、安全かつ快適に過ごせ

る環境整備を進めることは重要な課題であると認識しております。 

  公園施設につきましては、長寿命化計画を策定した上で、ベンチや遊具などの公園施設を、

国の交付金を活用しながら改修や更新に取り組んでいるところでございます。予算につきま

しては、ほかの公園維持に必要な経費に鑑み、計画に照らしながら決定しておるところでご

ざいます。 

  なお、今年度におきましては、中山田池公園にて、ベンチや照明、階段の更新などを予定

しております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） ベンチのほうも限られた予算の中で計画的に、よく子供たちが利用した

り、住民の皆さんが利用する公園を、一つ一つ計画的にベンチの設置も進めていってくださ

っているということで承知いたしました。 

  次に、今回の子ども議会からも出ていました遊具の関係、この遊具もさびついたり老朽化

等が目立つ中で、なかなかちょっと遊びにくいような遊具もたくさん出ているというところ

で、遊具に関しても、ちょっと今後の具体的な改修の見通しについて教えていただきたいと

思います。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい。 

○副議長（岡田康則） 杦本課長。 

○都市計画課長（杦本幸史） 公園施設につきましては、公園施設長寿命化計画において、遊

具などの設置年数及び劣化状況を加味しまして優先順位を決めておるところでございますが、

劣化の速度は使用の状況により異なりますので、実際に状態を確認した上で、更新や改修に

ついての決定を行っているところでございます。 

  次年度につきましては、赤田池公園の遊具の更新について、現在検討しているところでご

ざいまして、予算が確保できましたら、利用者の意見を聞きながら事業を推進してまいりた

いと考えております。 
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  また、赤田池公園や中山田池公園などのトイレや授乳スペース、おむつ替えなどの施設改

善については、公園利用の利便性を向上させるものと考えておるところでございますが、管

理上、防犯上の課題を解消できないことから、施設改善にはまだ至っていない状況でござい

ます。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 子ども議会から、いろいろハード面のベンチのことであったり、そして

遊具のこと、いろいろ子供たちからのご意見をいただきましたが、町といたしましても、限

られた財政の中、計画的に大きな公園のベンチ、中山田池のベンチとか、赤田池公園の遊具、

それは計画的に進めていってくださっているということで、引き続き確実に子供たちが期待

できるような公園になるように取組を続けていただきたいと思います。 

  また、特に赤田池公園とかでしたら、出張所が近くにあるので、先ほどちょっと課長から

伺っております。子供たち、小さい子を持つお母さんたちの授乳施設ですとかおむつ替えの

場所等も、出張所の職員さんが、結構、僕もいろいろ話すこともあるんですけれども、前向

きにいろいろ寄り添いながら対応してくださって、本当に顔の見える関係が赤田池公園の中

では、職員さんと、そして子供たち、そしてまた保護者たちとできている、すごくすばらし

い公園だなと日々実感しておる次第でございます。 

  続いて、また子ども議会で出ていました草の問題なんですけれども、結構、夏場ですと雑

草が伸びていて、蛇とか、あと蚊ですね、中には蜂の巣が雑草の中にもぐり込んでいたりし

て、子供たちや保護者が安心して公園を利用できない大きな要因にはなっておるんですけれ

ども、利用頻度の高い公園につきましては、草刈りの回数ですとか時期の工夫とかは可能な

んでしょうか。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい。 

○副議長（岡田康則） 杦本都市計画課長。 

○都市計画課長（杦本幸史） 雑草が繁茂しやすい、先ほど部長が申し上げたとおり、５月か

ら９月までの期間に適宜除草作業が実施できれば、安心して利用いただける公園に近づくも

のと考えており、予算の確保に努めておるところでございますが、年２回の実施にとどまっ

ているのが現状でございます。 

  利用頻度の高い公園ということでございますが、正確な利用者数というのを把握している
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ものではございませんが、特に中山田池公園や赤田池公園、そして釘池公園、星和台公園、

そして高塚台第二公園などは多くの方に利用していただいているという認識を持っておりま

す。このような公園におきましては、やはり草刈りの回数や時期などについても今後検討す

る必要があると認識しております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 公園整備につきましては、本当に夏場の草の生える速度というのは、本

当に僕も家で刈ったりするので実感はしておりますので、なかなか行政の方々の力だけでは、

本当に進めていくことが難しいと考えております。 

  既に、本町では住民の方が掃除や手入れをする、手伝ってくださるアダプト・プログラム

推進事業が進行されております。快適に公園を使い続けるために、住民さんとか、あとボラ

ンティアさん等の協力を得ながら、公園の整備を強化していくというような制度であると思

うんですけれども、今現在、アダプト制度の進捗について教えていただきたいと思います。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい。 

○副議長（岡田康則） 杦本都市計画課長。 

○都市計画課長（杦本幸史） 河合町アダプト・プログラム推進事業、公園等美化プロジェク

トは、令和５年度から実施されております。令和６年度は４団体12名の登録がございました。

そして令和７年度は３団体47名の登録を予定しておりまして、合計で７団体59名が登録され

る見込みとなっております。 

  各団体においては、申出いただいた公園等で清掃などの美化活動を行っていただき、町で

活動に係る保険への加入と清掃用具を貸与するものでございます。 

  草刈り機での除草に伴う燃料の支給を望まれている団体も中にはございますが、草刈り機

の使用や燃料の支給は制度上の課題があるため、現時点ではお断りしている状況でございま

す。しかし、町民の積極的な参画は、今後のまちづくりにおいても重要な課題であると考え

ておりますので、検討を深めてまいりたいというふうに考えております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） アダプト制度に登録してくださっている方々が、年々ちょっと増えてき
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ているというような傾向もあるというところで、このアダプト・プログラム推進事業をさら

に広げるためにも、住民さんにＰＲとか啓発する場として、町として住民参加を広げるよう

な行政と共同で、何かクリーンキャンペーンですとか、また親子イベントですとか、そうい

ったような住民参加型の行政主導の、そういうクリーンキャンペーンを今後も開催するよう

な予定等はございませんか。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい。 

○副議長（岡田康則） 杦本課長。 

○都市計画課長（杦本幸史） 議員お述べいただきました公園美化活動を通じて、町民の皆様

が参加いただく、そういった取組の促進については、公園に愛着を持っていただくよい取組

ということで考えてはおりますが、まだ検討には至っていないのが現状でございます。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 今の質問なんですけれども、僕がなぜこのイベント等を提案させていた

だいているかといいますと、やはり僕も日々役場の職員さんが公園の草刈りとか伐採等、本

当に暑い中されている姿を本当によく見かけますので、中身的には地味な作業なんですけれ

ども、やはり去年ですと大輪田駅周辺でイルミネーションを企画したときも、限られた期間

の中でやり切るというところで、行政の職員さんも、本当にオーラが出るぐらいの気配で、

本当に必死になってやっておられる姿、そしてまた、ちょっと場面は違うんですけれども、

最近、河合町の運動公園のところも非常にグラウンドがならされて、非常にきれいな設備に

なっております。やはりそこで使っておられる方々の、グラウンドをきれいに使わなきゃい

けないとか、ごみが落ちてはいけないという、そういうような啓発にも十分繋がってきてい

ると思います。 

  僕としたら、職員さんが本当にあまり、陰の部分も大事なんですけれとも、できたら、こ

ういうイベントで職員さんと顔を合わせて、顔の見える環境をつくりながら、日頃職員さん

がこういう形でやってくれてはんねんなという姿を見せてもらうところで、やはりそれに心

を動かされるような住民さんもたくさんおられると思います。何せ去年やった大輪田のイル

ミネーションの活動でも、現在、このアダプト制度に登録してくださっている方の一部は、

やっぱり行政の皆さんのそういう姿勢を見て、何とか手伝いたいという思いで参加してくだ

さっている方々がおられますので、できましたら、そういうイベントというと、ちょっと簡

単な言い方になるんですけれども、行政の職員の皆様の顔が見えるような関係で、こういっ
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たようなクリーンキャンペーンをすると、より皆さんも身近に行政のイベントに参加してく

ださるのではないかなと思いますので、このアダプト制度の促進のためにも、そういったイ

ベントを、そんなにお金をかけなくてもいいと思いますので、また次年度、何かの形でして

いただければと考えております。 

  次に、ちょっと話はあれなんですけれども、公園の使用に関して、今いろいろ問題が出て

いるところで、ペットの散歩の問題がいろいろ出てきております。ペットの野放しに、ちゃ

んとリードをきっちりつけてもらったり、あとはふんの持ち帰りの話、この辺のモラルの関

係が、多々公園を利用される方、また公園を清掃される方からは出ておるんですけれども、

その辺について、先々ちょっと大きな話にはなるんですけれども、ドッグランみたいな、河

合町にはいろいろ空きスペースもありますので、ドッグランのような設備もつくるというこ

とも含めて、役場として、このペットのトラブル等に関して考えていることを教えていただ

きたいと思います。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本都市計画課長。 

○都市計画課長（杦本幸史） 公園等はペットを連れて利用いただくことに対して制限をする

ものではございません。ただ、リードの着用やふんの持ち帰りなどといったマナーというの

が、やはり飼い主の方の責任であると考えております。 

  そこで、公園の管理者としての対応といたしましては、まずそういったマナー違反が目立

つようでしたら、注意看板の設置であったり、あと自治会との協議による公園使用のルール

の設定、そして防犯カメラの設置など、必要に応じた段階的な措置を講じていくことが想定

されます。 

  そして、議員、ご提案いただきましたドッグランのような施設につきましては、やはり近

年、ペットを家族の一員と認識されている方が多いことから、飼い主とともに健康維持でき

るスペースというのは、新たな公園の利用の１つであるというふうに考えております。その

ような公園の利用につきましても、今後、検討してまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） そうしますと、この公園のことに関して、最後に町長にお伺いしたいと

思います。 
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  町の将来を考えますと、子育て世代が安心して暮らせる公園の環境整備は欠かせない課題

と考えております。住民の皆様の定住政策の大切な柱の１つであると考えております。町と

しまして公園整備を移住定住施策の中でどのように位置づけ、総合的に進めていかれるかお

聞かせいただきたいと思います。 

○町長（森川喜之） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 杦本議員のご質問にお答えします。 

  公園整備は、地域住民の皆さんの暮らしを本当に高めながら、都市の景観形成、防災性の

向上、またコミュニティー形成などを通じて移住定住を促進する上で最も重要な役割を果た

すものと考えております。これからの公園整備については、多様なニーズに応えて、多くの

住民の皆様に様々な方法でご利用いただくことができ、また活用できるような公園になると

考えております。そのためには注力しなければならない公園には、公園の価値を高めるよう

な整備や地域交流の場となるような施策を展開し、にぎわいを創出したいと考えております。

また、持続可能なまちづくりの観点から、整備すべき公園は統合や廃止を行う必要があると

も考えております。 

  また、子ども議会におきまして、本当に子供の皆さんに思い思いの質問を聞きました。そ

の中で、やはり遊べる公園、またプールが欲しいというようなお話もございました。様々な

この子供の意見をまた聞かせていただいて、やはり子供が望むような公園設備に今後ともつ

くっていきたいなとも考えておりますし、もっと伸び伸びできる公園にしてまいりたいと思

っております。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 森川町長、ありがとうございました。 

  公園につきましては、大きく、最後にちょっとまた繰り返しになるんですけれども、僕は

２つ思いがありまして、１つは、やはり日々草刈り、本当に地味な仕事なんですけれども、

本当に真摯にしっかりと地道に草刈りとか伐採作業をやってくださっている職員さんを、で

きたら住民さんと接点を持ちながら、顔の見える環境をつくりながら、共に公園の草刈り整

備等を取り組んでいただいたら、やはり協働で、とても広がりがあるような活動になるんじ

ゃないかという１つの提案。 

  あと１つは、このアダプト制度に関しては、まだちょっと取り組んだばかりで、いろいろ
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ちょっとまたトライアンドエラーで、いろいろ出てくると思いますので、その辺は参加して

くださっている皆様の声を真摯に聞きながら、できる限り、そのボランティアの方々に寄り

添う形で、また制度の見直し等もやっていただけたら、公園の整備等も、お金のかからない

形で広がっていくのではないかと考えておりますので、取組のほう、引き続きよろしくお願

いいたします。 

  続きまして、２つ目のテーマでございます学校施設の老朽化に伴う改修の進捗についてと

いうことで、再質問のほうをさせていただきます。 

  学校施設の老朽化に伴う課題についてですが、児童生徒の安全を第一に確保することは何

よりも大切だと考えますが、特に今回、本当にたくさん出ていました２中の外壁の劣化の進

む状況について、たくさん意見が出されていたわけなんですけれども、この辺は落下などの

危険性について、何かちょっと調査とか点検とか、しっかり行っておられるのか、再度、ち

ょっと確認させていただきたいと思います。 

○教育総務課長（川村大輔） はい。 

○副議長（岡田康則） 川村課長。 

○教育総務課長（川村大輔） 劣化の対応についてですけれども、先ほど部長が答弁したとお

り、２年前からそういった剥離について、落下するということがないように足場もしくは高

所作業車で打設点検を行って、そういった状況がないように下地処理して、モルタルを充塡

して補修作業を行っているというところで、今の時点でそういうことはないと認識しており

ます。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） ありがとうございます。 

  先ほどのお話も含めまして、いろいろ外見に関しては、子供たち、また保護者からいろい

ろ意見は出ておるんですけれども、しっかりとして、町といたしましては今年度設計して、

次年度以降に外壁の改修をしっかりとやっていってくださるというような予定であるという

ことは聞いております。 

  ただ、一番ちょっと問題になってくるのが、その情報がなかなか保護者の方とか子供さん

たちに伝わり切れていないというところが、ちょっとギャップがあるところかなと思うんで

すけれども、できましたら工事の期間、そして具体的な内容等が決まり次第、学校やＰＴＡ

を通じまして、子供たち、そして保護者に分かりやすく積極的に情報発信をしていただきた
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いと思いますが、この点についてどうお考えでしょうか。 

○都市計画課長（杦本幸史） はい。 

○副議長（岡田康則） 川村教育総務課長。 

○教育総務課長（川村大輔） 議員のお述べのとおり、工事期間や具体的な内容が決まり次第、

学校やＰＴＡを通して、情報ツール等を活用して積極的に情報発信をしていきたいと考えて

おります。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） そうしましたら、最後に町長にお伺いいたします。 

  本町の小中学校の老朽化対策、とても子供たちにとっても重要な課題となっております。

直近では、２中の外壁の改修、そしてまた小中学校の体育館の空調整備も計画的に進められ

ていく予定ですが、これらの学校施設の老朽化対策を今後どのように位置づけながら取り組

んでいかれるか、町長の基本的なお考えを聞かせていただきたいと思います。 

○町長（森川喜之） 議長。 

○副議長（岡田康則） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 杦本議員のご質問にお答えします。 

  私は、令和５年度に町長に就任以来、ＰＴＡの方や、また学校関係者、様々ご意見を聞か

せていただいて、今、河合町の小中学校全てを見させていただきました。 

  その中で、本当に緊急性のあるところから、これは修理をしなければいけないということ

で対応を今までさせていただきました。老朽化対策は、本当に児童生徒の安心・安全を守る

ためにも大変重要な課題だと思っております。ハード面を改修することで、児童生徒の学力

向上や教員の働き方においても充実するものだとも考えております。 

  今後は、屋上また外壁の改修工事や、各小中学校の体育館の空調整備や、保護者や、また

児童生徒の方に迅速な情報発信をさせていただきたいとも考えております。 

  まず、小中学校の生徒さんからも、様々な子供からの要望もいただいております。そうい

う面をしっかり踏まえて対策をしていきたいと考えております。けがのないように、しっか

りと子供さん、また安心・安全に、また環境整備に尽力してまいりたいと考えておりますの

で、よろしくお願いいたします。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 
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○１番（杦本貴司） 森川町長、ありがとうございます。 

  本当に今回の教育委員会の企画された子ども議会、これは本当に子供たちから町への意見

が本当にしっかりと出され、子供たちもしっかりと考えながら、この議場で発言している姿

を見て、本当に意義深い、貴重な子供たちへの経験だと痛感しております。 

  子供たちが、自分自身でやはりこの町の問題点、自分らを取り巻く問題点、例えば校舎の

問題ですとか公園の問題、いろんな自分らの環境で取り巻く中で、こういうところが問題や

というところを子供たち自身の言葉で発信してくれた、本当にこれは主権者教育の大きな成

果であると私自身も感じております。 

  今後も子供たちの声、そして保護者の声、そういったことをしっかりと聞きながら、また

行政のほうからも情報発信をしながら、双方向の情報発信、そして受け取るというところが、

本当に信頼関係のある、これからの老朽化対策のほうを進めていく上で大切な信頼関係だと

思いますので、そこをしっかり徹底してやってもらいたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

  そして、最後の３つ目のテーマでございます。 

  住み慣れたまちで最期まで安心して暮らせる地域づくりについてでございます。 

  先ほど浦部長からの説明にもありましたとおり、河合町におきましては、第９期の介護保

険計画を基に、住み慣れた河合町で安心して暮らし続けられるというところを目標に、医療

機関、そして介護の専門職と連携を深めつつ、住民の不安に寄り添うボランティアの方々の

強い思いに、専門職の方の本当にクールな専門職としての知的あふれる取組と、ボランティ

アさんの熱い思いと、その両輪が本当にうまく回って、河合町の強みとなっているというの

は、私も日々実感しておる次第でございます。 

  その強みを生かしながら、これからいろいろ出てくる河合町の高齢化への課題について、

どのように対処していくか、また現状どうであるかというのを、ちょっと具体的に幾つか質

問していきたいと思うんですけれども、まずは団塊の世代の独り暮らしの対応、町内でも団

塊世代の独り暮らしや高齢者夫婦のみの世帯がどんどん増えてきております。日頃のニーズ

の調査を通じまして、高齢者の健康状態や介護予防の関心等を把握されていると伺っており

ますが、例えば自治会、そして老人会、いきいきサロンなどで孤立防止の取組をどのように

進められているか、また、いろいろそういう場所で聞かれる調査結果を踏まえて、今後、団

塊の世代の孤立防止、そして生活支援をさらに強化する方法とはどのように考えておられる

か、教えていただきたいと思います。 
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○福祉部長（浦 達三） はい。 

○副議長（岡田康則） 浦福祉部長。 

○福祉部長（浦 達三） 団塊の世代のみの特定した生活実態の把握のほうはやっておりませ

んが、３年に一度、日常生活圏域ニーズ調査と題しまして、65歳以上の方の要介護状態を除

いた方1,000名に対してアンケート調査のほうを実施しております。 

  調査の結果、健康状態については８割の方が「とてもよい」、「よい」と回答されており

ます。しかし、年齢とともに体力の衰えや脳、認知機能の低下を心配されている方が多く、

介護予防に取り組みたいという方が多い傾向にありました。 

  孤立防止策につきましては、文化協会やスポーツ協会、ボランティア活動など積極的に参

加していただいたり、各地域の自治会の地域活動や老人クラブ、いきいきサロン、しゃきっ

と教室など、孤立防止の受皿となっております。 

  生活支援につきましては、生活のちょっとした困り事を町のボランティアが支援してくれ

る個別型支援、ちょい助という名前なんですけれども、河合町の社会福祉協議会のほうが現

在取り組んでおりますので、利用者からも好評を博しているというような状況でございます。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 浦部長からありましたとおり、継続した実態調査の積み重ね、これが団

塊世代の生活支援だけではなく、本町の一番強みであります健康寿命の延伸にも生かされる

大切な例だと思います。 

  そして河合町の強みとして健康寿命、奈良県ナンバーワンなんですけれども、この成果を

一過性で終わらないためにも、日頃のこの丁寧な情報収集というのが、これからの大きな鍵

になってくると思いますので、引き続きそのデータの分析であったり、それにその分析した

結果の公表というのを庁内の皆様とも共有しながら、皆様の健康寿命をさらに押し上げてい

きたいと思います。 

  次に、健康寿命について、ちょっとご質問なんですけれども、先ほどちょっといろんなデ

ータを取りながら、健康寿命とのつながり、なかなかこれは分析的にも難しいところがある

とは思うんですけれども、実際の活動といたしましては、運動教室、そして栄養指導などを、

本当に丁寧にきめ細かく実施していただきながら、健康寿命のさらに進捗の管理ですとか、

奈良県１位になっている成果の検証等を、日々できる範囲でしてくださっていると思うので
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すけれども、その辺ちょっと分かる範囲で構いませんので教えていただけたらと思います。 

○福祉部長（浦 達三） はい。 

○副議長（岡田康則） 浦福祉部長。 

○福祉部長（浦 達三） 令和４年度のデータになるんですけれども、健康寿命が奈良県で男

性が１位、女性が２位というところで、非常にこの分析、我々もなぜ１位とか２位を取って

いるのか、非常に難しいと思うんですけれども、比較的やっぱり住民の方がしっかり健康に

留意して活動されている結果の現れかなと思っております。 

  健康維持や予防に関しての具体的な施策についてなんですけれども、保健センターが中心

となって、成人健康相談を実施し、血圧測定や尿検査のほか、保健師と管理栄養士が相談を

受けているような状況でございます。また、自宅などからのオンライン相談にも対応してお

ります。 

  早期発見のための骨密度測定やがん検診なども実施しております。がん検診については５

つのがんをまとめて受診できるような状況になっております。 

  健康維持につきましては、健康運動指導士による楽健運動教室を実施しております。40歳

以上の方を対象にしており、毎年、定員を超える応募をいただいております。 

  進捗管理につきましては、楽健運動教室では参加人数、参加率、参加者の体力測定による

能力の維持について管理をしております。また、町全体の健康活動の評価として、国保デー

タシステムなどで、運動習慣のある方の割合など指標の動向を確認しております。 

  健康寿命と関連がある標準化死亡比で、どの疾患による死亡率が高いのか、健康水準を確

認しております。河合町では心疾患、脳血管疾患の分野において、標準化死亡比の低下が見

られ、運動に関連した成果とも考えられるため、引き続き実施してまいりたいと考えており

ます。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 健康寿命の延伸につきましては、部長の説明にありましたとおり、やは

り相談、そして健診、そして運動教室、そして医療福祉の専門職との連携、こういった切れ

目のない多様な支援が健康寿命の延伸につながっているのではないかと思います。 

  そしてまた河合町の丁寧なデータの取り方の中で、河合町の心疾患や脳血管疾患の死亡率

が低いというところを、今回知れたというところも大きなデータの１つではないかと思いま
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す。 

  この辺のデータをしっかりと住民の皆さんにも公表していくというところが、引き続き住

民の皆様のモチベーションを持って、健康体操とか運動とか、また健診とかを受けて、自分

の日頃の不摂生を直したりというところのモチベーションにつながってくると思いますので、

知った結果を必ず何らかの形で、いろんなサロンでお伝えしてもいいですし、できたら対面

で何かイベントとかで伝える機会があれば、職員さんの言葉で丁寧に答えてもらうのが一番

口伝えで広がるかなと思いますので、そういった取組も併せてお願いしたいと思います。 

  次に、今月９月は認知症月間であります。町内各所で包括の方々とか福祉の団体の方々が、

ちょっとオレンジっぽいブースを構えて、認知症の啓発活動をしていただいておるんですけ

れども、やはり町内でも認知症の方がどんどん増えてきておるのは事実でございます。本人

だけではなく、その家族も地域全体で支えながら、安心していつまでもこの河合町に住んで

いただけるような取組を包括を中心に行っておられると思うんですけれども、具体的な事業

として、認知症サポーターの養成講座の進捗ですとか、あと認知症カフェの進捗について教

えていただければと思います。 

○福祉部長（浦 達三） はい。 

○副議長（岡田康則） 浦福祉部長。 

○福祉部長（浦 達三） 認知症のサポーターの養成講座の部分につきましては、受講対象者

が３人以上集まることで養成講座を開くことができますので、こういったことを広報やチラ

シの配布、各種団体及び地域に出向いた際に周知していくよう徹底しております。 

  しかし、認知症に関しては、他人のサポートではなくて、我が事として知りたい、自分が

どうなったら認知症になるのかというところの関心が多いというところでございますので、

なかなか要望が少ないというのが現状でございます。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） すみません、そうですね、やはり河合町の福祉分野の強みというところ

でいいますと、熱心な医療介護の専門職と、また心強い、熱い思いを持ったボランティアさ

んの両輪の輪がしっかりと回りつつ、活動の広がり、そして深みをつくっていただいている

というのが、僕も日頃はちょっと生活支援サポーターを養成するキャラバンメイトとしても

活動しておるんですけれども、その中でやはり、その連携のすごさというのは他町に負けな

いところがあると思います。それがやはり健康寿命の下支えにもなっていると私は実感して
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おるんですけれども、そういった活動を、やっぱりキーパーソンも大事なことになってくる

と思いますので、ボランティアの養成の講座ですとか、生活支援サポーターの養成講座等々、

なかなかちょっとどういうところに声をかけて、どれだけの件数だというところまでいくと、

なかなかちょっと難しいところもあるかもしれないですけれども、できるだけ継続した、そ

ういった裾野を広げるような、人材を広げていくような活動を、また繰り返し続けていただ

きたいと思います。 

  最後に、認知症の支援もそうなんですけれども、最近、地域でのみとりの問題が非常に、

僕もいろんなところで相談を受けております。河合町、この町でずっと、病気になってもい

つまでもこの地域で住み続けたい。最期は自分の家で終えたいというような思いを持ってい

る方々がほとんどかと思うんですけれども、実際、河合町で最期までこの地域で住み続けら

れるのかどうかというところを、やはり住民の皆様も不安な中、生活されているところもあ

ると思うんですけれども、河合町はやはり在宅医療が受けやすい診療所ですとか介護の事業

所が点在しておりまして、入退院のマニュアルもしっかりと設置されていると聞いておりま

す。 

  また、自分らしい最期のために、希望を家族や医療者と共有するＡＣＰの研修も、河合町

ではきっちりと実施されていると伺っておりますが、この河合町の地域でのみとり体制につ

いてお話をお聞かせいただきたいと思います。 

○福祉部長（浦 達三） はい。 

○副議長（岡田康則） 浦福祉部長。 

○福祉部長（浦 達三） 地域でのみとり体制についてなんですけれども、人生の最期をどの

ように迎えるかは誰もが直面する重要な課題だと考えております。住み慣れた地域で最期を

迎えたいと希望する方は多く、地域におけるみとりの体制整備は重要な課題です。河合町と

しては、大きな総合病院はありませんが、診療所など多く点在し、在宅医療が受けやすい体

制が整っております。周辺には介護サービス事業所も充実しているため、在宅でのみとりが

できる社会資源が整っている地域と考えております。 

  また、以前より、さっき議員もおっしゃったように、入退院マニュアルを作成させていた

だいておりまして、退院しても在宅で介護サービスが受けやすいように、医療と介護の情報

連携を積極的に実施できるような体制づくりにも努めております。最近では、自分が希望す

る医療や介護、最期を迎えたい場所などを生前に家族や医療介護従事者と話し合うアドバン

ス・ケア・プランニング、通称ＡＣＰなんですけれども、そういったのを行い、本人の意思
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を尊重しながら必要な支援を切れ目なく提供することが理想とされております。本町でも今

年度から、本人が望む終末期を迎えることができるように、医療介護従事者に向けて、ＡＣ

Ｐの必要性や手法などの研修を実施する予定で考えております。 

  以上です。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） そうしましたら、最後に森川町長にお伺いいたします。 

  地域包括ケア、在宅のみとり、認知症支援等は、高齢者の皆様が安心して暮らせるまちづ

くりの基盤でございます。町としてこれからの取組を今後さらに強化し、住民がいつまでも

安心して地域で生活できる河合町の体制づくりについて、町長のお考えをお聞かせください。 

○町長（森川喜之） はい。 

○副議長（岡田康則） 森川町長。 

○町長（森川喜之） 杦本議員のご質問にお答えします。 

  議員お述べの団塊の世代が75歳以上の高齢者となり、高齢人口がピークを迎えるとともに、

介護ニーズが一層高まることが推察されることから、河合町でもその対策を計画的に進めて

おります。特に交通弱者や支援を必要とする方の移動問題、また独り暮らしの方の居場所や

介護サービスでは対応できない個別支援などの課題が今後増えるものであると考えておりま

す。移動支援については、福祉有償事業者や、また地域コミュニティバスの運行、居場所づ

くりとして地域住民の主催によるサロン活動、また個別支援では、社会福祉協議会実施のボ

ランティアによるちょい助かわいなどの事業を展開しております。今年度には、ちょい助か

わいで移動支援を行う計画を立てておられ、介護認定を受けなくても移動支援が可能になる

よう、対象者の拡大を進めております。 

  また、地元企業と連携協定を締結し、体力測定会の開催など、地域ぐるみで取組を行うな

どしております。課題に対する対応は一定程度の評価が出ているものと考えております。 

  今後とも引き続き、高齢者が地域で自立した生活を営めるよう、地域包括ケアシステムの

推進や地域づくりに取り組み、河合町に住んでよかったと思っていただけるような福祉のま

ちづくりに取り組んでまいりたいと考えております。 

○１番（杦本貴司） はい、議長。 

○副議長（岡田康則） 杦本貴司議員。 

○１番（杦本貴司） 町長、ありがとうございました。 
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  最後に、僕なりに河合町の健康寿命ナンバーワンの土台になっているものは何かというと

ころ、僕も日頃、地域の福祉とか、いろいろ活動してくださっている方々、そしてボランテ

ィアの方々を拝見させてもらう中で、やはり熱意のある専門職さんと、本当に優しいボラン

ティアさんの両輪の輪、そこに本当に健康意識の高い住民さんがたくさんおられる。その環

境の中に、さらに制度と制度の隙間、なかなかほかの市町村では手に負えないところも、社

協さんとか事業を開発しながら、一つ一つの、一人一人の困り事に寄り添いながら、それが

蓄積されてきたら新しい事業をつくっていくという、社協として本当に効率的な熱心な取組

をしていただいているというような、熱意と専門性の高い方々が、この河合町には職員さん

としてもおられ、専門機関としてもおられ、また住民さんの健康に対する意識も非常に高い

と。この全ての輪が本当に今うまく回転して、奈良県で健康寿命が１番になっていると思い

ますので、この潤滑油となっているのが、やはり浦部長の福祉の部局になってくると思いま

すので、いろいろたくさんの相談、本当に困り事から、いろんな幅広い困り事が来るとは思

うんですけれども、できたら職員さんだけではなくて、町内の専門機関の方々と意見交換を

しながら、またしんどいような質問も共有しながら、できたら継続して、前を向いてやって

いっていただければ、この健康寿命というのは一過性ではなく、長い年月、河合町がそうい

う魅力を強く発信できるような町になっていくと思いますので、引き続きお願いしたいと思

います。 

  以上で私の一般質問を終わらせていただきます。 

○副議長（岡田康則） これにて杦本貴司議員の質問を終結いたします。 

 

────────────────────────────────────────────────── 

 

◎散会の宣告 

○副議長（岡田康則） お諮りいたします。 

  本日は、これにて散会したいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

○副議長（岡田康則） ご異議なしと認めます。 

  よって、本日はこれをもって散会いたします。お疲れさんでした。 

 

散会 午後 ３時２７分 
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